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『
河
東
記
』
訳
注
稿
（
一
）

赤

井

益

久

岡

田

充

博

澤

崎

久

和

は
じ
め
に

本
誌
の
誌
面
を
借
り
て
こ
こ
に
訳
注
を
試
み
る
『
河
東
記
』
は
、
晩

唐
の
初
め
頃
に
成
立
し
た
志
怪
の
一
書
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
中
国

古
典
小
説
は
、
唐
代
に
お
い
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
特
に
後
半
の

中
晩
唐
期
に
は
、
後
世
名
作
と
称
さ
れ
る
短
編
や
著
名
な
作
品
集
を
輩

出
し
た
。
当
時
の
知
識
人
層
が
小
説
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
大
き

な
関
心
と
興
味
を
寄
せ
る
風
潮
の
な
か
で
、
こ
の
志
怪
小
説
集
も
誕
生

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
唐
代
の
多
く
の
小
説
集
と
同
様
、
『
河
東
記
』
成
立
に
関
す
る

詳
細
は
不
明
で
、
し
か
も
早
く
に
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
。『
太
平
広
記
』

を
も
と
に
収
集
で
き
る
現
存
作
品
は
三
十
四
篇
に
過
ぎ
ず
、
中
国
文
学

史
あ
る
い
は
小
説
史
の
記
述
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
省
略
の
憂
き
目

に
遭
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
知
名
度
の
低
い
、
謂
わ
ば
埋
も
れ
か
け
た

小
説
集
で
は
あ
る
が
、
現
存
の
諸
篇
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
貴
重
な
資

料
的
価
値
や
、
高
い
文
学
的
完
成
度
を
有
す
る
作
品
に
行
き
当
た
っ
て

胸
躍
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
板
橋
三
娘
子
」
の
一
篇
は
、
実
は
古

代
イ
ン
ド
の
説
話
集
『
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
』
や
、
ア
ラ

ブ
の
長
編
物
語
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
と
繋
が
り
を
持
つ
翻
案
小

説
で
、
唐
代
に
お
け
る
異
域
か
ら
の
説
話
の
伝
播
と
変
容
を
具
体
的
に

示
し
て
く
れ
る
。
「
蕭
洞
玄
」
の
話
も
翻
案
小
説
で
、
李
復
言
『
続
玄
怪

録
』
の
「
杜
子
春
」
（
芥
川
龍
之
介
の
同
名
小
説
の
原
話
と
し
て
知
ら
れ

る
）
と
共
に
、
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
が
中
国
に
伝
え
た
イ
ン
ド
の
民

間
伝
承
を
原
話
と
し
て
い
る
。
ま
た
化
虎
譚
の
「
申
屠
澄
」
は
、
著
名
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な
「
李
徴
（
人
虎
伝
）
」
と
は
趣
を
異
に
し
た
秀
作
と
言
え
よ
う
。
今
村

与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
「
本
篇
は
、
こ
の
種
の
作
品
の
な
か
で
す
ぐ
れ
た
も
の
」
（
下
冊

三
〇
二
頁
、
注
一
三
）
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。

こ
う
し
た
魅
力
あ
る
作
品
を
収
め
る
『
河
東
記
』
に
つ
い
て
、
李
剣

国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』（
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
は
、

次
の
よ
う
に
総
評
を
加
え
て
い
る
（
下
冊
六
四
〇
頁
）。

載
事
全
爲
語
怪
之
作
、
記
述
頗
佳
、
事
繁
則
文
茂
、
事
簡
則
言

略
、
剪
裁
見
匠
思
。
短
者
止
占
三
之
一
、
貌
雖
仿
佛
於
志
怪
舊
體
、

但
情
味
具
足
、
乃
絶
佳
小
品
、
實
以
傳
奇
爲
骨
；
而
長
者
曲
盡
情

態
、
用
筆
縝
密
、
生
動
若
覩
。
…
…

所
載
の
内
容
は
全
て
怪
異
を
語
る
作
品
で
あ
る
が
、
記
述
は
大

変
優
れ
て
い
て
、
事
柄
が
繁
多
で
あ
れ
ば
文
章
は
盛
美
、
事
柄
が

単
純
で
あ
れ
ば
言
葉
は
簡
略
で
、
推
敲
に
は
工
夫
の
あ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。
短
篇
は
三
分
の
一
を
占
め
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
志
怪
の
古
い
ス
タ
イ
ル
を
仿
佛
さ
せ
る
も
の
の
、
情
味
を

備
え
た
極
め
て
優
れ
た
小
品
で
あ
っ
て
、
実
は
伝
奇
を
骨
格
と
し

て
い
る
。
ま
た
長
篇
は
心
情
を
描
い
て
委
曲
を
尽
く
し
、
筆
致
は

緻
密
で
、
生
き
生
き
と
真
に
迫
っ
て
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

…
…

一
文
は
ま
た
「
惟
行
文
稍
見
冗
弱
、
不
及
玄
怪
之
振
然
（
た
だ
文
章

の
綴
り
方
に
は
や
や
冗
長
で
繊
弱
な
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
、『
玄
怪
録
』
の

振
然
と
し
て
盛
ん
な
文
体
に
は
及
ば
な
い
）
」
と
も
記
し
て
お
り
、
そ
の

瑕
瑾
を
指
摘
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
総
じ
て
極
め
て

高
い
評
価
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
高
い
文
学
的
価

値
を
持
ち
な
が
ら
、
な
お
十
分
な
考
究
の
及
ん
で
い
な
い
こ
の
小
説
集

に
つ
い
て
、
訳
注
の
作
業
を
通
じ
て
さ
ら
に
光
を
当
て
て
み
た
い
と
い

う
の
が
、
本
稿
起
草
の
主
た
る
動
機
で
あ
る
。

『
河
東
記
』
と
そ
の
著
者
に
関
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
極
め
て
零
細

な
資
料
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
李
氏
上
掲
書
の
詳
審
な
考
証

に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
概
略
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、

岡
田
充
博
『
唐
代
小
説
「
板
橋
三
娘
子
」
考

―
西
と
東
の
変
驢
変
馬
譚

の
な
か
で
―
』
（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
第
二
章
第
一
節
「
所

載
小
説
集
と
撰
者
」
に
お
い
て
、
や
や
詳
し
く
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い

る
（
八
三
～
九
八
頁
）
。
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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『
河
東
記
』
の
書
名
は
、
両
唐
書
の
経
籍
・
芸
文
志
や
北
宋
の
書
目

類
に
も
見
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
世
間
の
大
き
な
評
判
や
反
響

と
は
縁
の
な
い
、
静
か
な
成
立
と
そ
の
後
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

南
宋
期
に
至
る
と
、
著
名
な
蔵
書
家
晁
公
武
の
『
郡
斎
読
書
志
』
に
、

や
っ
と
そ
の
名
が
見
え
る
（
１
）
。
『
郡
斎
読
書
志
』
に
は
袁
本
と
衢
本

の
二
種
が
存
在
す
る
が
、
初
版
本
系
統
の
袁
本
の
巻
三
下
・
小
説
類
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

河
東
記

三
巻

右
不
著
撰
人
。
亦
記
譎
怪
事
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
『
河
東
記
』
は
も
と
三
巻
、
あ
や
し
げ
で
奇
怪

な
出
来
事
を
記
す
が
、
著
者
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
補
正
増
訂
版
と
な
る
衢
本
の
巻
十
三
・
小
説
類
で
は
、
次
の

よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

河
東
記

三
巻

右
唐
薛
漁
思
撰
。
亦
記
譎
怪
事
。
序
云
、
續
牛
僧
孺
之
書
。

つ
ま
り
著
者
は
唐
の
薛
漁
思
な
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
序
文
に
は
「
牛

僧
孺
の
書
（
志
怪
小
説
集
『
玄
怪
録
』
十
巻
を
指
す
）
を
継
ぐ
」
と
あ

っ
た
と
い
う
。

薛
漁
思
に
つ
い
て
は
、
南
宋
の
洪
邁
『
夷
堅
志
』
支
癸
序
に
は
「
薛

渙
思
之
河
東
記
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
う
説
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
南
宋
・
朱
勝
非
『
紺
珠
集
』（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）
巻
七
の
『
河

東
記
』
題
下
原
注
、
元
・
馬
端
臨
『
文
献
通
考
』
巻
二
百
十
五
・
経
籍

考
四
十
二
は
、
い
ず
れ
も
「
漁
思
」
と
し
て
お
り
、
「
渙
思
」
は
や
は
り

魯
魚
の
誤
り
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
薛
漁
思
（
あ
る
い
は
薛
渙
思
）
で
あ
る
が
、
唐
代
の
伝

記
資
料
類
に
は
見
当
た
ら
ず
、
経
歴
は
皆
目
不
明
で
あ
る
。
た
だ
書
名

か
ら
推
測
す
る
と
、
河
東
が
縁
故
の
地
あ
る
い
は
撰
述
の
地
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
こ
の
地
名
と
薛
氏
の
結
び
つ
き
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、

六
朝
以
来
の
名
族
で
あ
っ
た
河
東
の
薛
氏
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
唐
初

「
河
東
三
鳳
」
と
称
さ
れ
た
薛
収
・
薛
元
敬
・
薛
徳
音
ら
を
生
ん
だ
、

こ
の
誉
れ
高
い
一
族
に
、
薛
漁
思
も
末
裔
と
し
て
連
な
る
可
能
性
が
高

い
。
（
河
東
は
広
義
に
は
山
西
省
の
西
部
一
帯
を
い
う
が
、
河
東
の
薛
氏

で
あ
れ
ば
、
一
族
の
本
貫
で
あ
る
山
西
省
永
済
県
の
地
を
指
す
。
）
名
門

の
血
統
を
意
識
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
に
示
し
な
が
ら
、
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つ
い
に
出
世
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
の
成
立
に
関
し
て
は
、
作
品
中
の
年
号
の
記
載
が
参
考
に
な
る
。

最
も
時
代
を
降
る
も
の
が
「
韋
齊
休
」
「
段
何
」
「
崔
紹
」
の
大
和
（
太

和
と
も
記
す
）
八
年
（
八
三
四
）
で
あ
る
が
、
李
剣
国
は
こ
の
う
ち
の

「
韋
齊
休
」
に
注
目
す
る
。
話
の
内
容
は
、
こ
の
年
に
亡
く
な
っ
た
韋

斉
休
な
る
人
物
が
、
死
後
も
現
れ
て
家
庭
内
の
諸
事
に
指
示
を
下
し
た

と
い
う
も
の
で
、
そ
の
結
び
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

其
部
曲
子
弟
、
動
卽
罪
責
、
不
堪
其
懼
、
及
今
未
已
、
不
知
竟

如
之
何
。

そ
の
部
曲
・
子
弟
は
、
動
も
す
れ
ば
即
ち
罪
責
さ
れ
、
そ
の
懼

や
や

に
堪
へ
ざ
る
も
、
今
に
及
ぶ
も
未
だ
已
ま
ず
、
竟
に
之
を
如
何
せ

ん
か
を
知
ら
ず
。

つ
ま
り
未
だ
に
収
ま
る
こ
と
の
な
い
韋
の
叱
責
に
、
部
下
（
２
）
や
子

弟
は
ほ
と
ほ
と
手
を
焼
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
及

今
未
已
」
の
「
今
」
と
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
彼
の
死
後
か
ら
そ

れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
。
李
氏
は
そ
れ
を
二
、
三
年

後
と
考
え
、
『
河
東
記
』
の
成
書
を
開
成
一
、
二
年
（
八
三
六
、
七
）
の

頃
と
見
な
し
て
い
る
（
六
四
〇
頁
）
。
妥
当
な
推
論
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
世
に
出
た
『
河
東
記
』
は
、
南
宋
の
末
期
ま
で
は
伝
わ
っ

て
い
た
よ
う
で
、
陸
游
の
『
老
学
庵
筆
記
』
（
一
一
七
四
～
一
一
九
四
年

の
間
に
成
立
）
巻
十
に
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
散

逸
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
清
末
の
光
緒
十
三
年
（
一

八
八
七
）
に
至
っ
て
、
胡
鼎
に
よ
る
輯
佚
再
編
本
が
刊
行
さ
れ
た
が
、

原
書
に
つ
い
て
は
未
見
、
程
国
賦
『
随
唐
五
代
小
説
研
究
資
料
』
（
世
紀

出
版
集
団
・
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
、
そ
の
序
文
が
収

め
ら
れ
て
い
る
（
一
八
〇
頁
）。

次
に
収
録
作
品
に
つ
い
て
総
覧
し
て
お
く
と
、
現
存
す
る
の
は
以
下

の
三
十
四
篇
（
３
）
で
あ
る
。

「
黑
叟
」
卷
四
十
一
・
神
仙
四
十
一

01
「
蕭
洞
玄
」
卷
四
十
四
・
神
仙
四
十
四

02
「
慈
恩
塔
院
女
仙
」
卷
六
十
九
・
女
仙
十
四

03
「
葉
靜
能
」
卷
七
十
二
・
道
術
二

04
「
韋
丹
」
卷
百
十
八
・
報
応
十
七
・
異
類

05
「
呂
羣
」
卷
百
四
十
四
・
徴
応
十
・
人
臣
咎
徴

06
「
李
敏
求
」
卷
百
五
十
七
・
定
数
十
二

07
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「
獨
狐
遐
叔
」
卷
二
百
八
十
一
・
夢
六
・
夢
遊
上

08
「
胡
媚
兒
」
卷
二
百
八
十
六
・
幻
術
三

09
「
板
橋
三
娘
子
」
卷
二
百
八
十
六
・
幻
術
三

10
「
盧
佩
」
卷
三
百
六
・
神
十
六

11
「
党
國
清
」
卷
三
百
七
・
神
十
七

12
「
柳
澥
」
卷
三
百
八
・
神
十
八

13
「
王
錡
」
卷
三
百
十
・
神
二
十

14
「
馬
朝
」
卷
三
百
十
・
神
二
十

15
「
韓
弇
」
卷
三
百
四
十
・
鬼
二
十
五

16
「
韋
浦
」
卷
三
百
四
十
一
・
鬼
二
十
六

17
「
鄭
馴
」
卷
三
百
四
十
一
・
鬼
二
十
六

18
「
成
叔
弁
」
卷
三
百
四
十
四
・
鬼
二
十
九

19
「
送
書
使
者
」
卷
三
百
四
十
六
・
鬼
三
十
一

20
「
臧
夏
」
卷
三
百
四
十
六
・
鬼
三
十
一

21
「
踏
歌
鬼
」
卷
三
百
四
十
六
・
鬼
三
十
一

22
「
盧
燕
」
卷
三
百
四
十
六
・
鬼
三
十
一

23
「
韋
齊
休
」
卷
三
百
四
十
八
・
鬼
三
十
三

24
「
段
何
」
卷
三
百
四
十
九
・
鬼
三
十
四

25
「
蘊
都
師
」
卷
三
百
五
十
七
・
夜
叉
二

26

「
許
琛
」
卷
三
百
八
十
四
・
再
生
十

27
「
崔
紹
」
卷
三
百
八
十
五
・
再
生
十
一

28
「
辛
察
」
卷
三
百
八
十
五
・
再
生
十
一

29
「
龔
播
」
卷
四
百
一
・
宝
二
・
金
下

30
「
申
屠
澄
」
卷
四
百
二
十
九
・
虎
四

31
「
盧
從
事
」
卷
四
百
三
十
六
・
畜
獣
三
・
馬

32
「
李
知
微
」
卷
四
百
四
十
・
畜
獣
七
・
鼠

33
「
李
自
良
」
卷
四
百
五
十
三
・
狐
七

34
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
仙
や
鬼
神
の
話
が
半
数
以
上
を
占

め
て
お
り
、
ほ
か
に
夢
・
応
報
・
再
生
・
道
術
・
幻
術
・
動
物
な
ど
、

様
々
な
話
題
も
覗
い
て
い
る
。
一
篇
の
長
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
、
最
も
短

い
「
踏
歌
鬼
」
が
六
十
字
、
最
長
の
「
崔
紹
」
は
ほ
ぼ
二
千
八
百
字
と

不
揃
い
で
あ
る
が
、
四
百
～
八
百
字
前
後
の
作
品
が
多
く
を
占
め
る
。

原
本
が
何
話
を
収
め
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
三
巻
と

い
う
分
量
か
ら
推
測
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。「
崔
紹
」

の
よ
う
な
長
い
作
品
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
三
十
四
と
い

う
数
は
、
お
そ
ら
く
全
体
の
三
分
の
二
（
４
）
を
優
に
越
え
て
い
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
現
存
の
作
品
に
よ
っ
て
『
河
東
記
』
の
全
体
像
は
、
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か
な
り
の
程
度
ま
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
、
訳
注
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て

述
べ
て
お
き
た
い
。

底
本
に
は
、
一
九
六
一
年
中
華
書
局
排
印
の
新
一
版
『
太
平
広
記
』

を
選
ん
だ
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
一
九
五
九
年
に
人
民
文
学
出
版
社
よ

り
刊
行
さ
れ
た
北
京
第
一
版
を
も
と
に
、
排
印
上
の
誤
り
を
正
し
て
重

印
し
た
も
の
で
、
現
在
最
も
普
及
し
利
用
さ
れ
て
い
る
版
本
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
訳
者
の
手
元
に
は
一
九
六
一
年
新
一
版
の
原
本
が
備
わ
っ
て
い

な
い
た
め
、
一
九
八
一
年
の
第
二
次
印
刷
本
を
用
い
て
い
る
。

底
本
以
外
に
は
左
記
の
五
書
を
参
照
し
（
５
）
、
校
記
に
は
下
記
の
略

称
を
用
い
た
。
閲
覧
が
比
較
的
容
易
な
基
本
的
版
本
の
幾
つ
か
を
選
ん

だ
ま
で
で
、
周
到
な
校
勘
に
は
程
遠
く
、
異
体
字
に
つ
い
て
も
特
記
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
字
句
の
異

同
の
大
凡
を
確
認
す
る
に
は
、
こ
れ
で
十
分
間
に
合
う
と
考
え
て
い
る
。

内
閣
文
庫
蔵
紅
葉
山
文
庫
明
許
自
昌
校
本

許
本

一
九
六
九
年
新
興
書
局
影
印
清
黄
晟
校
本

黄
本

一
九
八
三
～
八
六
年
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
本

四
庫
本

一
九
八
三
～
四
年
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
影
印
筆
記
小
説
大
観
本

筆
記
本

二
〇
一
一
年
北
京
燕
山
出
版
社
刊
張
国
風
『
太
平
広
記
会
校
』

会
校
本

訳
注
に
当
た
っ
て
は
、
最
初
に
原
文
の
全
文
を
掲
げ
た
後
、
【
訓
読
】

【
訳
】
【
校
記
】
【
注
】
【
参
考
】
の
順
に
示
し
て
ゆ
く
。
一
話
が
長
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
分
段
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
原
文
・
訓
読
・
訳
・
校

記
・
注
を
付
け
る
。
【
注
】
に
つ
い
て
は
、
語
義
に
限
ら
ず
用
語
や
表
現

に
も
注
目
し
、
特
に
『
太
平
広
記
』
あ
る
い
は
『
河
東
記
』
に
同
一
な

い
し
は
類
似
し
た
用
語
・
表
現
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
煩
を
厭
わ
ず
指

摘
す
る
こ
と
と
し
た
。
【
参
考
】
に
は
、
類
話
や
関
連
資
料
・
参
考
文
献

な
ど
を
、
可
能
な
限
り
広
く
挙
げ
る
。

『
太
平
広
記
』
の
翻
訳
あ
る
い
は
訳
注
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
、
先
行
研
究
と
し
て
必
要
に
応
じ
て
参
照
し
た
。

〔
単
行
書
〕

王
汝
濤

等
選
訳
『
太
平
広
記
選
』

全
三
冊
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
〇
～
八
二
年
）
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全
二
冊
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
改
訂
版
）

陸
昕

等
訳
『
白
話
太
平
広
記
』

（
北
京
燕
山
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

周
振
甫
主
編
『
白
話
太
平
広
記
』

全
二
冊
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

高
光

等
訳
『
文
白
対
照
全
訳
《
太
平
広
記
》
』

全
五
冊
（
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）

丁
玉
琤

等
訳
『
白
話
太
平
広
記
』

全
五
冊
（
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

＊
他
に
唐
文

韓
璋
訳
『
桜
桃
倩
女

《
太
平
広
記
》
選
訳
』
（
黒
竜

江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
ま
た
漢
英
対
訳
本
の
『
太

平
広
記
選
』
全
二
冊
（
大
中
華
文
庫
・
北
京
外
文
出
版

社
、
二
〇

〇
七
年
）
が
あ
る
が
、
未
見
。

木
村
秀
美
監
修

堤
保
仁
編

『
訳
注
太
平
広
記

鬼
部
（
一
）
～
（
四
）
』（
や
ま
と
崑
崙
企
画
、

一
九
九
八
、
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
四
、
二
〇
一
〇
年
）

西
本
芳
男
新
釈
・
編
集
『
新
釈
太
平
広
記

鬼
部
（
一
）
～
（
四
）
』

（
自
家
版
、
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
五
、
二
〇
〇
八
年
）

塩
卓
悟

川
村
晃
太
郎
編
『
訳
注
太
平
広
記

婦
人
部
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

〔
論

文
〕

太
平
広
記
研
究
会
「
『
太
平
広
記
』
訳
注
（
一
）
～
（
六
）」

（
広
島
中
国
学
学
会
『
中
国
学
研
究
論
集
』
一
〇
～
一
五
、

二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
五
年
）

＊
訳
注
の
対
象
は
、
夜
叉
・
悟
前
生
・
驍
勇
部

太
平
広
記
研
究
会
「
『
太
平
広
記
』
訳
注
（
七
）
～
（
二
十
二
）
」

（
広
島
中
国
文
学
会
『
中
国
学
研
究
論
集
』
一
六
～
三
一
、

二
〇
〇
六
～
二
〇
一
三
年
）

＊
訳
注
の
対
象
は
、
巫
・
厭
呪
・
幻
術
・
妖
妄
・
神
部

今
場
正
美

尾
崎
裕
「
『
太
平
広
記
』
夢
部
訳
注
（
一
）
～
（
十
）
」

（
中
国
芸
文
研
究
会
『
学
林
』
四
三
～
五
六
、

二
〇
〇
六
～
二
〇
一
三
年
）（
６
）

太
平
広
記
読
書
会
「
『
太
平
広
記
』
訳
注
：
巻
四
百
十
八
～
二
十
一

・
龍
」
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
『
国
語
国
文
学
研
究
』

四
三
～
四
九
、
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
四
年
）

上
原
究
一

鈴
木
弥
生

武
井
遥
香

鈴
木
政
光
「
『
太
平
広
記
』
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を
読
む

―
虎
に
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
る
話
―
」

（
東
京
大
学
文
学
部
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
『
東
京
大
学

中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
一
二
、
二
〇
〇
九
年
）

＊
訳
注
の
対
象
は
、
「
稽
胡
」
（
巻
四
百
二
十
七
）
・
「
柳
井
」
（
巻

四
百
三
十
三
）・
「
峽
口
道
士
」（
巻
四
百
二
十
六
）

高
西
成
介
「
『
太
平
広
記
』
訳
注
（
稿
）
：
巻
四
百
・
宝
部
・
金
上
」

（
『
高
知
県
立
大
学
紀
要
』
六
一
、
二
〇
一
二
年
）

今
回
は
、
上
掲
一
覧
表
冒
頭
の
「
黑
叟
」
を
取
り
上
げ
た
が
、
以
後

は
必
ず
し
も
『
太
平
広
記
』
の
順
序
に
は
従
わ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
出

来
上
が
っ
た
訳
稿
か
ら
、
順
不
同
で
発
表
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

完
訳
を
目
指
し
て
輪
読
を
始
め
、
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
古
典

小
説
研
究
に
必
要
な
知
識
の
、
時
代
と
分
野
を
越
え
た
淵
博
さ
で
あ
る
。

個
人
の
能
力
の
限
界
を
感
じ
、
三
人
の
共
同
作
業
に
頼
っ
て
み
て
も
、「
文

殊
の
知
恵
」
と
は
中
々
ゆ
か
な
い
。
不
備
の
多
さ
を
危
惧
し
つ
つ
、
識

者
の
御
教
示
・
御
批
正
を
切
に
願
う
次
第
で
あ
る
。

注

１

『
河
東
記
』
の
名
は
、
北
宋
の
楽
史
『
太
平
寰
宇
記
』
に
も
見
え
る
（
巻
四

十
二
・
河
東
道
三
・
忻
州
、
巻
四
十
九
・
河
東
道
十
・
代
州
）
が
、
引
用
文

か
ら
判
断
し
て
同
名
の
地
理
書
と
考
え
ら
れ
る
。
南
宋
の
鄭
樵
『
通
志
』
巻

六
十
六
・
芸
文
略
第
四
・
地
理
・
郡
邑
に
「
河
東
記
三
巻
」
と
あ
る
の
は
、

こ
の
地
理
書
と
薛
漁
思
『
河
東
記
』
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

２

岡
田
『
唐
代
小
説
「
板
橋
三
娘
子
」
考
』
で
は
、
「
下
僕
」
と
し
た
（
八
六

頁
）
が
、
「
部
下
」
に
改
め
る
。

３

明
・
陶
宗
儀
『
説
郛
』
巻
六
十
上
に
は
、
『
河
東
記
』
か
ら
と
し
て
「
崔
元

暐
」
「
銅
鐘
書
」
「
劉
勲
女
」
「
葉
淨
能
」
「
馬
舉
」
の
五
作
品
を
節
録
す
る
。

し
か
し
、
「
崔
元
暐
」
は
「
崔
紹
」
、
「
葉
淨
能
」
は
「
葉
靜
能
」
の
話
。
ま
た

「
銅
鐘
書
」
は
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
七
十
五
に
引
か
れ
る
『
晋
中
興
書
』
、

「
劉
勲
女
」
は
『
華
佗
別
伝
』
、
「
馬
舉
」
は
『
瀟
湘
録
』
か
ら
の
誤
引
で
、

三
十
四
篇
以
外
の
話
は
無
い
。

４

岡
田
『
「
板
橋
三
娘
子
」
考
』
で
は
「
二
分
の
一
」
と
し
た
（
八
七
頁
）
が
、

「
三
分
の
二
」
に
改
め
る
。

５

ほ
か
に
一
九
七
二
年
に
中
文
出
版
社
よ
り
刊
行
の
影
印
本
が
あ
り
、
清
孫
潜

手
校
談
愷
本
と
称
す
る
。
し
か
し
、
富
永
一
登
「
『
太
平
広
記
』
の
諸
本
に
つ

い
て
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
九
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
一

九
三
四
年
に
文
友
堂
書
坊
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
談
本
影
印
本
の
影
印
で
あ
る
。
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孫
本
で
な
い
上
、
「
蔵
書
印
を
消
し
、
字
句
を
書
き
加
え
た
り
、
許
刻
本
・
黄

氏
巾
箱
本
を
貼
付
し
た
り
し
た
改
竄
本
」
（
注

）
と
の
こ
と
で
、
問
題
が
多

23

い
。
特
に
必
要
な
場
合
を
除
い
て
は
、
校
記
に
示
さ
な
い
こ
と
に
し
た
。

６

な
お
今
場
・
尾
崎
訳
に
は
、
こ
の
論
考
か
ら
訓
読
と
簡
単
な
語
注
の
み
を
取

り
出
し
、
「
副
読
本
と
し
て
の
体
裁
」
（
著
者
「
前
書
き
」
）
を
と
っ
て
一
冊
に

し
た
左
記
の
書
が
あ
る
。

今
場
正
美

尾
崎
裕
『
『
太
平
広
記
』
夢
部
訳
注
稿
』

巻
二
百
七
十
六
～
二
百
八
十
二
、
中
国
藝
文
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年

（
岡
田
充
博
）

第
一
話

黑
叟

（
卷
四
十
一
・
神
仙
四
十
一
）

【
全
文
】

唐
寶
應
中
。
越
州
觀
察
使
皇
甫
政
妻
陸
氏
。
有
姿
容
而
無
子
息
。
州

有
寺
名
寶
林
。
中
有
魔
母
神
堂
。
越
中
士
女
求
男
女
者
。
必
報
驗
焉
。

政
暇
日
。
率
妻
孥
入
寺
。
至
魔
母
堂
。
捻
香
祝
曰
。
祈
一
男
。
請
以
俸

錢
百
萬
貫
締
構
堂
宇
。
陸
氏
又
曰
。
遂
所
願
。
亦
以
脂
粉
錢
百
萬
。
別

繪
神
仙
。
旣
而
寺
中
遊
。
薄
暮
方
還
。
兩
月
餘
。
妻
孕
。
果
生
男
。
政

大
喜
。
構
堂
三
間
。
窮
極
華
麗
。
陸
氏
於
寺
門
外
築
錢
百
萬
。
募
畫
工
。

自
汴
、
滑
、
徐
、
泗
、
楊
、
潤
、
潭
、
洪
。
及
天
下
畫
者
。
日
有
至
焉
。

但
以
其
償
過
多
。
皆
不
敢
措
手
。
忽
一
人
不
說
姓
名
。
稱
劒
南
來
。
且

言
善
畫
。
泊
寺
中
月
餘
。
一
日
視
其
堂
壁
。
數
點
頭
。
主
事
僧
曰
。
何

不
速
成
其
事
耶
。
其
人
笑
曰
。
請
備
燈
油
。
將
夜
緝
其
事
。
僧
從
其
言
。

至
平
明
。
燦
爛
光
明
。
儼
然
一
壁
。
畫
人
已
不
見
矣
。
政
大
設
齋
。
富

商
來
集
。
政
又
擇
日
。
率
軍
吏
州
民
。
大
陳
伎
樂
。
至
午
時
。
有
一
人

形
容
醜
黑
。
身
長
八
尺
。
荷
笠
莎
衣
。
荷
鋤
而
至
。
閽
者
拒
之
。
政
令

召
入
。
直
上
魔
母
堂
。
擧
手
鋤
以
斸
其
面
。
壁
乃
頽
。
百
萬
之
衆
。
鼎

沸
驚
鬧
。
左
右
武
士
欲
擒
殺
之
。
叟
無
怖
色
。
政
問
之
曰
。
爾
顚
癇
耶
。
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叟
曰
。
無
。
爾
善
畫
耶
。
叟
曰
。
無
。
曰
。
縁
何
事
而
斸
此
也
。
叟
曰
。

恨
畫
工
之
罔
上
也
。
夫
人
與
上
官
捨
二
百
萬
。
圖
寫
神
仙
。
今
比
生
人
。

尚
不
逮
矣
。
政
怒
而
叱
之
。
叟
撫
掌
笑
曰
。
如
其
不
信
。
田
舍
老
妻
。

足
爲
驗
耳
。
政
問
曰
。
爾
妻
何
在
。
叟
曰
。
住
處
過
湖
南
三
二
里
。
政

令
十
人
隨
叟
召
之
。
叟
自
葦
菴
間
。
引
一
女
子
。
年
十
五
六
。
薄
傅
粉

黛
。
服
不
甚
奢
。
艷
態
媚
人
。
光
華
動
衆
。
頃
刻
之
間
。
到
寶
林
寺
。

百
萬
之
衆
。
引
頸
駭
觀
。
皆
言
所
畫
神
母
。
果
不
及
耳
。
引
至
階
前
。

陸
氏
爲
之
失
色
。
政
曰
。
爾
一
賤
夫
。
乃
蓄
此
婦
。
當
進
於
天
子
。
叟

曰
。
待
歸
與
田
舍
親
訣
別
也
。
政
遣
卒
五
十
。
侍
女
十
人
。
同
詣
其
家
。

至
江
欲
渡
。
叟
獨
在
小
遊
艇
中
。
衞
卒
侍
女
叟
妻
同
一
大
船
。
將
過
江
。

不
覺
叟
妻
於
急
流
之
處
。
忽
然
飛
入
遊
艇
中
。
人
皆
惶
怖
。
疾
棹
趨
之
。

夫
妻
已
出
。
攜
手
而
行
。
又
追
之
。
二
人
倶
化
爲
白
鶴
。
冲
天
而
去
。

出
會
昌
解
頤
及
河
東
記

【
原
文
】
１

唐
寶
應
中
、
越
州
觀
察
使
皇
甫
政
妻
陸
氏
、
有
姿
容
而
無
子
息
。
州

有
寺
名
寶
林
、
中
有
魔
母
神
堂
、
越
中
士
女
求
男
女
者
、
必
報
驗
焉
。

政
暇
日
、
率
妻
孥
入
寺
、
至
魔
母
堂
、
捻
香
祝
曰
、
祈
一
男
。
請
以
俸

錢
百
萬
貫
締
構
堂
宇
。
陸
氏
又
曰
、
儻
遂
所
願
、
亦
以
脂
粉
錢
百
萬
、

別
繪
神
仙
。
旣
而
寺
中
遊
、
薄
暮
方
還
。

【
訓
読
】
１

唐
の
宝
応
中
、
越
州
観
察
使
の
皇
甫
政
の
妻
陸
氏
は
、
姿
容
有
り
て

子
息
無
し
。
州
に
寺
の
宝
林
と
名
づ
く
る
有
り
て
、
中
に
魔
母
の
神
堂

有
り
、
越
中
の
士
女
の
男
女
を
求
む
る
者
、
必
ず
報
験
あ
り
。
政
は
暇

日
に
、
妻
孥
を
率
ゐ
て
寺
に
入
り
、
魔
母
の
堂
に
至
り
、
捻
香
し
て
祝い

の

り
て
曰
く
、
「
一
男
を
祈
る
。
請
ふ
俸
銭
百
万
貫
を
以
て
堂
宇
を
締
構
せ

ん
こ
と
を
」
と
。
陸
氏

又
た
曰
く
、「
儻
し
願
ふ
所
を
遂
ぐ
れ
ば
、
亦

ま

も

と

ま

た
脂
粉
の
銭
百
万
を
以
て
し
、
別
に
神
仙
を
絵
か
ん
」
と
。
既
に
し
て

ゑ
が

寺
中
に
遊
び
、
薄
暮
に
方
め
て
還
る
。

は
じ

【
訳
】
１

唐
の
宝
応
中
、
越
州
觀
察
使
の
皇
甫
政
の
妻
陸
氏
は
、
容
姿
麗
し
か

っ
た
が
、
男
児
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
州
に
宝
林
寺
と
い
う
名
の

寺
が
あ
り
、
そ
こ
に
魔
母
を
祀
る
神
堂
が
あ
っ
た
。
越
中
の
士
女
の
こ

こ
に
来
て
男
児
女
児
を
求
め
る
者
に
は
、
必
ず
あ
ら
た
か
な
霊
験
が
あ

っ
た
。
政
は
暇
な
日
に
妻
子
を
連
れ
て
寺
に
で
か
け
、
魔
母
の
堂
に
入

っ
て
香
を
焚
い
て
祈
っ
て
言
っ
た
、
「
男
児
を
一
人
お
授
け
下
さ
い
。
俸

禄
の
金
百
万
貫
で
御
堂
を
建
立
い
た
し
ま
す
ゆ
え
」
。
陸
氏
は
さ
ら
に
言

っ
た
、
「
も
し
も
願
い
を
か
な
え
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
、
わ
た
く
し
も
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脂
粉
銭
百
万
貫
に
よ
っ
て
、
別
に
神
仙
の
絵
を
御
堂
に
描
く
こ
と
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
」
と
。
そ
し
て
寺
院
の
中
を
散
策
す
る
と
、
暮
れ
方
に

な
っ
て
や
っ
と
帰
還
し
た
の
で
あ
っ
た
。

【
校
記
】
１

字
句
の
異
同
な
し
。

【
注
】
１

○
黑
叟

こ
の
話
に
登
場
す
る
色
黒
の
醜
い
老
人
（
実
は
仙
人
）
。
『
太

平
広
記
』
巻
三
十
五
・
神
仙
三
十
五
・
「
韋
丹
」
に
も
、
黒
老
と
呼
ば
れ

る
黒
く
痩
せ
た
日
雇
い
の
老
農
夫
が
登
場
し
、
彼
も
ま
た
仙
人
で
あ
る

（
出
典
は
唐
・
闕
名
『
会
昌
解
頤
録
』
）
。
他
に
巻
七
十
二
・
道
術
二
・
「
騾

鞭
客
」
の
鉄
屑
を
銀
に
変
え
る
不
思
議
な
人
物
も
、
「
相
貌
麤
黑
」
と
さ

れ
る
（
出
典
は
唐
・
盧
肇
『
逸
史
』
）
。
異
貌
、
醜
貌
、
あ
る
い
は
襤
褸

を
ま
と
う
外
貌
は
、
し
ば
し
ば
神
仙
の
世
を
忍
ぶ
姿
と
し
て
描
か
れ
る

が
、
こ
れ
も
そ
の
一
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
醜
陋
な
仙
人
の
説
話

に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、
川
上
義
三
「
醜
陋
仙
翁
説
話
の
伝
奇
小
説

へ
の
展
開

―
続
玄
怪
録
の
「
張
老
」
の
成
立
に
つ
い
て
―
」
（
福
井
漢
文
学

会
『
漢
文
学
』
一
三
、
一
九
六
九
年
）
が
あ
り
、
「
黑
叟
」
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

○
寶
應

唐
の
代
宗
の
年
号
。
西
暦
七
六
二
～
七
六
三
年
。

○
越
州

浙
江
省
紹
興
一
帯
の
地
。

○
觀
察
使

官
名
、
観
察
処
置
使
。
唐
の
制
度
で
、
州
県
を
巡
視
し
て

地
方
の
役
人
を
監
督
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
。
も
と
は
按
察
使
、
後

に
採
訪
処
置
使
と
称
し
た
が
、
乾
元
元
年
（
七
五
八
年
）
に
観
察
処
置

使
と
改
め
ら
れ
た
。

○
皇
甫
政

河
南
の
人
で
、
徳
宗
の
貞
元
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
初
、

浙
東
観
察
使
と
し
て
こ
の
地
に
赴
任
し
、
治
水
事
業
を
行
っ
て
功
績
が

あ
っ
た
。
『
旧
唐
書
』
巻
十
二
、
百
三
十
、
百
五
十
五
、
『
新
唐
書
』
巻

四
十
一
、
百
五
十
一
に
短
い
記
事
が
見
え
、『
新
唐
書
』
巻
四
十
一
・
地

理
志
五
の
越
州
会
稽
郡
山
陰
県
の
条
に
は
、「
貞
元
元
年
、
觀
察
使
皇
甫

政
鑿
山
以
畜
洩
水
利
、
又
東
北
二
十
里
作
朱
儲
斗
門
（
貞
元
元
年
、
監

察
使
皇
甫
政
は
山
を
鑿
ち
て
以
て
水
利
を
畜
洩
し
、
又
た
東
北
二
十
里

う
が

に
朱
儲
の
斗
門
を
作
る
）
」
と
あ
る
。
ほ
か
に
舅
の
崔
祐
甫
に
「
廣
喪
朋

友
議
」
（
『
文
苑
英
華
』
巻
七
百
六
十
七
、
『
唐
文
粋
』
巻
四
十
二
、
『
全

唐
文
』
巻
四
百
九
）
が
あ
っ
て
、
彼
の
優
れ
た
人
と
な
り
を
記
し
て
い

る
。
ま
た
柳
宗
元
の
「
先
君
石
表
陰
先
友
記
」（
『
柳
河
東
集
』
巻
十
二
、

『
全
唐
文
』
巻
五
百
八
十
八
）
、
宋
の
孔
延
之
『
会
稽
掇
英
総
集
』
巻
十

八
、
十
九
な
ど
に
も
行
跡
を
載
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
の
段
安
節
『
楽
府
雑
録
』
全
一
巻
の
「
笛
」
に
は
、
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笛
の
名
人
李
謨
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
逸
話
が
見
え
、
そ
こ
に
皇
甫
政

が
登
場
す
る
。
そ
の
話
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

唐
の
開
元
（
七
一
三
～
七
四
一
）
の
こ
ろ
李
謨
と
い
う
笛
の
名
手
が

い
て
、
安
禄
山
の
乱
の
後
、
江
東
を
転
々
と
し
て
い
た
。
越
州
刺
史
の

皇
甫
政
は
、
月
夜
に
鏡
湖
に
船
を
浮
か
べ
、
李
謨
に
笛
を
吹
か
せ
て
い

た
。
す
る
と
小
舟
に
乗
っ
た
一
人
の
老
人
が
現
れ
て
、
そ
の
音
に
耳
を

傾
け
た
。
老
人
の
風
貌
を
異
と
し
た
政
が
声
を
か
け
る
と
、
彼
も
笛
を

能
く
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
謨
の
笛
を
貸
し
与
え
て
吹
か
せ
た
と
こ
ろ
、

鏡
湖
が
波
立
ち
、
数
畳
吹
い
た
と
こ
ろ
で
真
っ
二
つ
に
裂
け
て
し
ま
っ

た
。
す
る
と
、
老
人
は
懐
中
か
ら
一
本
の
笛
を
取
り
出
し
て
曲
を
吹
き

終
え
た
。
政
が
見
る
と
、
二
匹
の
龍
が
小
舟
を
守
っ
て
聴
き
入
っ
て
い

る
。
老
人
は
そ
の
笛
を
謨
に
く
れ
た
が
、
吹
い
て
も
鳴
ら
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
謨
は
拝
謝
し
て
演
奏
法
を
求
め
た
が
、
間
も
な
く
老
人

は
小
舟
に
入
っ
て
し
ま
い
、
何
処
と
も
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

音
楽
に
ま
つ
わ
る
こ
の
神
仙
的
な
奇
譚
に
も
、
本
話
と
似
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
興
味
深
い
。
な
お
、
李
謨
の
話
は
『
太
平
広
記
』
巻
二
百
四

・
楽
二
・
笛
に
も
、
『
国
史
補
』
お
よ
び
『
逸
史
』
か
ら
二
話
が
引
か
れ

て
い
る(

【
参
考
】
参
照)

。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
話
に
は
、
皇
甫
政
は
登

場
し
な
い
。

○
姿
容

す
が
た
か
た
ち
。
容
姿
。『
河
東
記
』
で
は
、
他
に
「
蕭
洞
玄
」

（
卷
四
十
四
・
神
仙
四
十
四
）
、
「
盧
佩
」
（
卷
三
百
六
・
神
十
六
）
、
「
蘊

都
師
」
（
卷
三
百
五
十
七
・
夜
叉
二
）
に
も
見
え
る
。

○
寶
林

越
の
会
稽
に
あ
っ
た
寺
の
名
。
李
芳
民
『
唐
五
代
仏
寺
輯
考
』

（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
江
南
道
・
越
州
の
項
に
こ
の
寺

を
挙
げ
、
唐
の
徐
浩
「
寶
林
寺
作
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
二
百
十
五
）
、
方
干

「
題
寶
林
寺
禅
者
壁
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
六
百
五
十
三
）
、
宋
の
賛
寧
『
宋

高
僧
伝
』
巻
七
の
「
唐
越
州
應
天
山
寺
希
圓
傳
」
を
資
料
と
し
て
引
い

て
い
る
（
一
八
七
頁
）。
た
だ
、
よ
り
早
い
資
料
と
し
て
は
、
梁
の
慧
皎

『
高
僧
伝
』
巻
八
の
釈
慧
基
の
伝
に
、「
乃
於
會
邑
龜
山
立
寶
林
精
舎
、

手
疊
塼
石
、
躬
自
指
麾
（
乃
ち
会
邑
の
亀
山
に
宝
林
精
舎
を
立
て
、
手

づ
か
ら
塼
石
を
畳
ね
、
躬
自
ら
指
麾
す
）」
と
あ
り
、
こ
の
僧
が
会
稽
の

か
さ

み

亀
山
に
宝
林
寺
を
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
寺
の
由
来
沿
革
に

つ
い
て
は
、
宋
の
孔
延
之
『
会
稽
掇
英
総
集
』
巻
八
「
應
天
寺
」
の
記

事
が
参
考
に
な
ろ
う
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
山
陰
県
の
東
の
亀
山
に
あ
る

こ
の
寺
は
、
も
と
は
「
寶
林
寺
」
の
名
で
あ
っ
た
が
、
乾
符
（
八
七
四

～
八
七
九
）
年
間
に
「
應
天
」
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
。
宋
の
施
宿
『
会

稽
志
』
巻
十
五
・
高
僧
も
、
南
朝
宋
の
元
徽
（
四
七
三
～
四
七
七
）
初
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に
山
陰
法
華
寺
の
釈
慧
基
が
建
立
し
、
普
賢
菩
薩
の
懺
法
（
懺
悔
の
た

め
の
行
法
、
儀
式
）
を
始
め
た
と
述
べ
る
。

本
話
に
か
か
わ
る
記
事
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ

な
い
が
、『
会
稽
掇
英
総
集
』
巻
八
に
引
く
律
詩
の
中
に
、
五
代
呉
越
の

忠
遜
王
銭
倧
（
宏
倧
）
の
作
「
再
遊
應
天
寺
聖
母
閣
」
が
あ
る
。
題
辞

に
い
う
「
聖
母
閣
」
と
は
、「
魔
母
神
堂
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

詩
中
に
「
聖
母
」
「
魔
母
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

○
魔
母

「
魔
母
」
に
関
し
て
は
、
唐
の
孟
棨
『
本
事
詩
』
嘲
戯
第
七

に
、
裴
談
が
強
悍
で
嫉
妬
深
い
妻
を
恐
れ
て
「
九
子
魔
母
」
に
喩
え
た

と
い
う
、
初
唐
期
の
逸
話
が
見
え
る
。『
漢
語
大
詞
典
』
は
、
こ
れ
を
「
仏

経
中
的
鬼
子
母
」
と
説
明
し
て
い
る
（
第
一
冊
七
二
八
頁
）
。
ま
た
同
詞

典
の
同
頁
に
は
「
九
子
母
」
の
項
も
見
え
、
こ
ち
ら
は
「
女
神
名
。
伝

説
能
佑
人
生
子
」
と
し
て
、『
漢
書
』
注
や
『
荊
楚
歳
時
記
』
を
引
く
（
こ

の
典
拠
に
つ
い
て
は
【
参
考
】
参
照
）
。『
大
漢
和
辞
典
』
は
、「
九
子
母
」

「
九
子
魔
母
」
を
共
に
鬼
子
母
神
と
し
て
お
り
（
第
一
巻
三
六
九
頁
）
、

『
漢
語
大
詞
典
』
の
説
明
と
は
幾
分
食
い
違
う
。
仏
教
の
鬼
子
母
神
は
、

千
あ
る
い
は
万
の
子
を
産
ん
だ
と
い
わ
れ
る
が
、「
九
子
」
の
「
九
」
が

多
数
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
多
産
の
神
と
し
て
重

な
ろ
う
。
た
だ
「
亦
以
脂
粉
錢
百
萬
、
別
繪
神
仙
」
の
一
節
か
ら
考
え

る
と
、
仏
寺
に
安
置
さ
れ
て
は
い
て
も
、
道
教
的
な
性
格
も
併
せ
持
つ

神
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

両
辞
典
の
説
明
以
外
に
、
こ
の
女
神
に
つ
い
て
論
及
す
る
も
の
と
し

て
は
、
范
崇
高
『
中
古
小
説
校
釈
集
稿
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
六
年
）
、

王
汝
涛
主
編
『
太
平
広
記
選
（
修
訂
本
）
』（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
）

な
ど
が
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
【
参
考
】
を
参
照
。

○
神
堂

神
を
祀
る
殿
堂
。
『
太
平
広
記
』
で
は
、
ほ
か
に
巻
三
百
六
十

・
妖
怪
二
・
「
元
自
虚
」
（
出
典
は
『
会
昌
解
頤
録
』
）
に
一
例
。

○
男
女

息
子
と
娘
。
『
河
東
記
』
で
は
、
「
板
橋
三
娘
子
」
（
巻
二
百

八
十
六
・
幻
術
三
）
に
も
一
例
。

○
報
驗

応
報
の
明
ら
か
な
し
る
し
。『
太
平
広
記
』
で
は
こ
の
一
例
の

み
で
あ
る
が
、
古
く
は
『
顔
氏
家
訓
』
巻
下
・
帰
心
篇
第
十
六
に
用
例

が
見
え
る
。

○
妻
孥

妻
と
子
供
。
『
太
平
広
記
選
』
は
、
「
孥
」
の
本
義
は
子
で
あ

る
が
、
「
妻
」
字
と
連
用
さ
れ
て
単
に
妻
を
指
す
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
い
う
。
上
文
の
「
無
子
息
」
と
の
対
応
を
考
え
て
の
説
で
あ
ろ
う

が
、「
妻
や
子
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。『
河
東
記
』

の
「
韋
齊
休
」
（
卷
三
百
四
十
八
・
鬼
三
十
三
）
に
見
え
る
「
幽
冥
間
更

憂
妻
孥
…
（
幽
冥
の
間
に
更
に
妻
孥
を
憂
ふ
…
）
」
の
用
例
も
、
妻
に
は
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限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
は
や
は
り
通
常
の
意
味
に
と
り
、
娘
は
い

た
が
息
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
北
京
燕
山
出

版
社
お
よ
び
中
州
古
籍
出
版
社
の
『
白
話
太
平
広
記
』、
天
津
古
籍
出
版

社
『
文
白
対
照
全
訳
《
太
平
広
記
》
』
は
、
い
ず
れ
も
「
妻
孥
」
を
「
妻

子
」
と
訳
し
て
い
る
。
「
妻
子
」
は
「
妻
」
「
妻
と
子
」
の
い
ず
れ
の
意

味
に
も
用
い
ら
れ
る
た
め
、
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
残
る
。
河
北
教
育
出

版
社
『
白
話
太
平
広
記
』
は
、「
妻
孥
」
を
「
妻
子
及
家
人
」
と
し
て
「
孥
」

を
下
僕
の
意
味
に
と
り
、「
無
子
息
」
に
つ
い
て
は
「
没
有
生
児
育
女
」
、

と
し
て
い
る
が
、
従
い
難
い
。

○
捻
香

香
を
つ
ま
ん
で
焚
く
。『
法
苑
珠
林
』
巻
十
八
、
八
十
二
、『
雲

笈
七
籤
』
巻
四
十
一
、
四
十
三
、
四
十
五
、
八
十
、
九
十
六
な
ど
に
用

例
が
見
え
る
。
『
太
平
広
記
』
で
は
、
ほ
か
に
巻
百
十
一
・
報
応
十
・
観

音
経
・
「
釋
道
冏
」
に
一
例
（
出
典
は
唐
・
釈
道
世
『
法
苑
珠
林
』
）。

○
俸
錢

役
人
に
与
え
ら
れ
る
報
酬
。
古
く
は
『
史
記
』
巻
五
十
三
・

蕭
相
国
世
家
に
見
え
る
語
。
『
太
平
広
記
』
に
も
十
例
ほ
ど
。
こ
こ
は
、

俸
禄
の
金
を
神
へ
の
謝
礼
と
す
る
こ
と
を
い
う
。

○
貫

銅
銭
一
千
文
を
い
う
単
位
。
貫
は
銭
を
通
す
縄
で
、
千
文
を
一

括
り
と
し
た
。

○
締
構

建
物
な
ど
を
組
み
立
て
る
。
建
造
す
る
。「
締
」
は
「
結
」
と

同
意
。『
太
平
広
記
』
で
は
、
ほ
か
に
巻
百
八
・
報
応
七
・
金
剛
経
・
「
蔡

州
行
者
」
（
出
典
は
唐
・
盧
求
『
報
応
記
（
金
剛
経
報
応
記
）
』
）
、
巻
百

九
十
三
・
豪
侠
一
・
「
虬
髯
客
」
（
出
典
は
唐
・
裴
鉶
『
虬
髯
伝
（
虬
髯

客
伝
）
』
）
、
巻
四
百
六
十
三
・
禽
鳥
四
・
「
仙
居
異
鳥
」
（
出
典
は
前
蜀
・

杜
光
庭
『
録
異
記
』
）
に
用
例
が
見
え
る
。

○
堂
宇

大
き
な
建
物
の
屋
根
。
転
じ
て
表
御
殿
を
い
う
。

○
脂
粉
錢

観
察
使
の
妻
に
上
納
さ
れ
る
金
。
『
太
平
広
記
』
巻
四
百
九

十
七
・
雑
録
五
に
「
脂
粉
錢
」
の
一
条
が
あ
り
、
『
嘉
話
録
』
（
唐
・
韋

絢
『
劉
賓
客
嘉
話
録
』
）
か
ら
記
事
を
引
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
湖
南
観

察
使
や
柳
州
刺
史
に
こ
う
し
た
慣
習
が
あ
り
、
一
軍
の
将
が
刺
史
の
妻

の
た
め
に
こ
れ
を
徴
収
し
た
と
い
う
。

【
原
文
】
２

兩
月
餘
、
妻
孕
、
果
生
男
。
政
大
喜
、
構
堂
三
間
、
窮
極
華
麗
。
陸

氏
於
寺
門
外
築
①
錢
百
萬
、
募
畫
工
、
自
汴
、
滑
、
徐
、
泗
、
楊
②
、

潤
、
潭
、
洪
、
及
天
下
畫
者
、
日
有
至
焉
。
但
以
其
償
過
多
、
皆
不
敢

措
手
。
忽
一
人
不
說
姓
名
、
稱
劒
南
來
、
且
言
善
畫
、
泊
寺
中
月
餘
。

一
日
視
其
堂
壁
、
數
點
頭
。
主
事
僧
曰
、
何
不
速
成
其
事
耶
。
其
人
笑

曰
、
請
備
燈
油
。
將
夜
緝
其
事
。
僧
從
其
言
。
至
平
明
、
燦
爛
光
明
、



- 35 -

儼
然
一
壁
、
畫
人
已
不
見
矣
。

【
訓
読
】
２

両
月
余
り
に
し
て
、
妻
孕
み
、
果
た
し
て
男
を
生
む
。
政
大
い
に
喜

び
、
堂
の
三
間
な
る
を
構
へ
、
華
麗
を
究
極
す
。
陸
氏
は
寺
門
の
外
に

於
い
て
銭
百
万
を
築
き
、
画
工
を
募
る
に
、
汴
、
滑
、
徐
、
泗
、
楊
、

べ
ん

潤
、
潭
、
洪
よ
り
、
天
下
の
画
者
に
及
び
、
日
に
至
る
有
り
。
但
だ
其

ひ
び

の
償
の

過

だ
多
き
を
以
て
、
皆
敢
へ
て
手
を
措
か
ず
。
忽
ち
一
人
の
姓

は
な
は

名
を
説
か
ず
、
剣
南
よ
り
来
る
と
称
し
、
且
つ
画
を
善
く
す
る
を
言
ひ
、

寺
中
に
泊
す
る
こ
と
月
余
な
り
。
一
日

其
の
堂
壁
を
視
て
、
數
し
ば

し
ば

点
頭
す
。
主
事
の
僧
曰
く
、
「
何
ぞ
速
や
か
に
其
の
事
を
成
さ
ざ
る
や
」

と
。
其
の
人
笑
ひ
て
曰
く
、
「
請
ふ
灯
油
を
備
へ
ん
こ
と
を
、
将
に
夜
に

其
の
事
を
緝
め
ん
と
す
」
と
。
僧

其
の
言
に
従
ふ
。
平
明
に
至
り
、

を
さ

燦
爛
た
る
光
明
、
一
壁
に
儼
然
た
り
て
、
画
人
は
已
に
見
え
ず
。

【
訳
】
２

二
ヶ
月
余
り
た
っ
て
、
政
の
妻
は
懐
妊
し
、
果
た
し
て
男
児
を
生
ん

だ
。
政
は
大
喜
び
し
、
贅
を
尽
く
し
て
広
さ
三
間
の
神
殿
を
建
て
た
。

陸
氏
は
寺
の
門
外
に
百
万
銭
を
積
み
上
げ
、
画
工
を
募
っ
た
。
す
る
と

汴
、
滑
、
徐
、
泗
、
揚
、
潤
、
潭
、
洪
の
諸
州
を
は
じ
め
、
天
下
各
地

の
画
工
た
ち
が
、
日
々
押
し
寄
せ
た
。
た
だ
、
そ
の
代
価
が
余
り
に
多

す
ぎ
る
の
で
、
誰
も
敢
え
て
手
を
つ
け
る
者
が
な
か
っ
た
。
が
、
突
然

一
人
の
、
名
前
も
明
か
さ
ず
剣
南
か
ら
来
た
と
称
す
る
人
物
が
、
絵
に

長
じ
て
い
る
と
言
い
、
一
月
余
り
寺
に
逗
留
し
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、

そ
の
堂
の
壁
を
見
て
、
し
ば
し
ば
頷
い
た
。
主
事
の
僧
が
「
ど
う
し
て

早
く
描
き
上
げ
な
い
の
か
ね
」
と
尋
ね
る
と
、
彼
は
笑
っ
て
言
っ
た
、「
灯

火
の
油
を
準
備
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
夜
に
な
っ
た
ら
仕
上
げ
る
こ

と
に
致
し
ま
し
ょ
う
」
と
。
そ
こ
で
僧
は
、
そ
の
言
葉
に
従
っ
た
。
夜

明
け
に
な
る
と
、
燦
然
と
し
た
光
が
壁
一
面
に
厳
か
に
輝
き
、
画
工
の

姿
は
も
う
見
え
な
か
っ
た
。

【
校
記
】
２

①
「
築
」
、
会
校
本
は
「
垜
」
に
作
り
、
校
記
に
「
原
作
『
築
』
。
現
據

孫
本
改
」
と
あ
る
。

②
「
楊
」
、
許
本
・
四
庫
本
は
「
揚
」
に
作
る
。
「
揚
」
が
正
し
い
。

【
注
】
２

○
三
間

「
間
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
淡
「
中
国
の
伝
統
的
木
造
建
築
」

（
『
建
築
雑
誌
』

・
№
１
２
１
４
、
一
九
八
三
年
）
お
よ
び
「
唐
代
都

98

市
の
住
居
の
規
模
と
算
定
基
準
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
９

中
華
の

分
裂
と
再
生

３
～

世
紀
』
月
報

、
一
九
九
九
年
）
に
論
及
が
あ

13

16

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
間
」
と
は
建
物
正
面
の
柱
間
の
数
（
例
え
ば
柱
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六
本
な
ら
五
間
）
を
言
い
、
一
間
＝
六
尺
と
い
っ
た
絶
対
寸
法
で
は
な

く
、
建
築
構
造
の
規
模
の
表
記
で
あ
る
。

○
究
極

極
め
つ
く
す
。
『
河
東
記
』
で
は
、
「
李
敏
求
」
（
巻
百
五
十

七
・
定
数
十
二
）
に
「
壯
麗
究
極
」
、
「
崔
紹
」
（
巻
三
百
八
十
五
・
再

生
十
一
）
に
「
究
極
奢
麗
」
の
用
例
が
見
え
る
。

○
汴
、
滑
、
徐
、
泗
、
楊
、
潤
、
潭
、
洪

州
の
名
。
汴
州
は
水
陸
交

通
の
要
路
に
あ
た
り
、
後
に
宋
の
都
が
置
か
れ
た
開
封
で
、
『
新
唐
書
』

巻
三
十
八
・
地
理
志
二
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
州
と
し
て
の
等
級
は
最
上

位
の
輔
に
つ
ぐ
雄
。
滑
州
は
雄
に
つ
ぐ
望
の
等
級
で
、
と
も
に
現
在
の

河
南
省
の
地
。
徐
・
揚
・
潤
は
江
蘇
省
の
地
。
揚
州
に
は
大
都
督
府
が

置
か
れ
、
徐
州
は
緊
、
潤
州
は
雄
に
つ
ぐ
望
の
等
級
。
泗
州
は
安
徽
省

の
地
で
、
等
級
は
望
に
つ
ぐ
上
、
潭
州
は
湖
南
省
、
洪
は
江
西
省
の
地

で
、
と
も
に
都
督
府
が
置
か
れ
た
。
い
ず
れ
も
そ
の
地
方
の
中
心
地
で

あ
る
。

○
措
手

手
を
つ
け
る
。
『
太
平
広
記
』
で
は
、
他
に
巻
百
九
十
二
・
驍

勇
・
「
王
宰
」
（
出
典
は
後
周
・
王
仁
裕
『
玉
堂
閑
話
』
）
、
巻
二
百
五
十

七
・
嘲
誚
・
封
舜
卿
（
出
典
は
王
仁
裕
『
王
氏
見
聞
（
王
氏
見
聞
集
）
』
）

に
用
例
が
見
え
る
。

○
劒
南

剣
南
道
。
四
川
省
の
大
部
分
を
占
め
る
。

○
點
頭

う
な
ず
く
。

○
主
事

事
を
つ
か
さ
ど
る
。
主
と
な
っ
て
事
務
を
行
う
。
中
村
元
『
仏

教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
禅
宗
で
は
監
寺

か

ん

す

（
住
持
に
代
わ
っ
て
寺
内
の
事
務
を
監
督
）
・
維
那
（
雑
事
、
修
行
僧
の

い

の

指
導
）
・
典
座
（
衣
食
住
を
司
る
、
の
ち
食
事
係
）
・
直
歳
（
客
僧
接
待
）

て

ん

ぞ

し
っ
す
い

の
四
職
を
い
う
（
上
巻
六
二
一
頁
）
。「
主
事
僧
」
の
語
は
、『
太
平
広
記
』

で
は
他
に
巻
百
三
十
四
・
報
応
三
十
三
・
宿
業
畜
生
・
「
上
公
」
（
出
典

は
後
周
・
王
仁
裕
『
玉
堂
閒
話
』
）
、
巻
百
七
十
二
・
精
察
二
・
「
李
德
裕
」

（
出
典
は
唐
・
厳
子
休
『
桂
苑
叢
談
』
）
に
見
え
る
。
『
太
平
広
記
選
』

は
、
「
主
事
（
負
責
）
這
件
事
的
和
尚
」
と
解
説
す
る
。

○
緝

お
さ
め
る
。
修
理
す
る
。
整
え
る
。『
旧
唐
書
』
巻
百
十
八
・
楊

炎
伝
に
、
辺
地
の
築
城
計
画
に
対
す
る
段
秀
実
の
諫
言
と
し
て
、
「
又
春

事
方
作
、
請
待
農
陳
而
緝
其
事
（
又
た
春
事
方
に
作
れ
ば
、
請
ふ

農

ま
さ

お
こ

を
待
ち
て
陳
し
、
其
の
事
を
緝
め
ん
こ
と
を
）
」
の
語
が
見
え
る
。

○
平
明

夜
明
け
。

○
燦
爛

目
に
鮮
や
か
な
さ
ま
。
き
ら
び
や
か
。
『
太
平
広
記
』
で
は
、

他
に
巻
百
七
十
四
・
俊
弁
二
・
「
裴
琰
之
」
に
「
詞
理
縱
橫
、
文
華
燦
爛

（
詞
理
は
縦
横
に
し
て
、
文
華
は
燦
爛
た
り
）
」
（
出
典
は
唐
・
韓
琬
あ

る
い
は
韋
述
『
御
史
台
記
』
）
の
一
例
。
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○
儼
然

お
ご
そ
か
な
さ
ま
。『
太
平
広
記
』
に
お
い
て
も
、
巻
三
十
二

・
神
仙
三
十
二
・
「
顔
眞
卿
」
の
「
棺
朽
敗
而
尸
形
儼
然
（
棺
は
朽
敗
せ

る
も
而
る
に
尸
形
は
儼
然
た
り
）
」
（
出
典
は
前
蜀
・
杜
光
庭
『
仙
伝
拾

遺
』
ほ
か
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
例
が
見
え
る
。

○
一
壁

「
一
」
は
、
総
て
、
皆
の
意
味
を
持
つ
。
あ
る
壁
一
面
に
。

【
原
文
】
３

政
大
設
齋
、
富
商
來
集
。
政
又
擇
日
、
率
軍
吏
州
民
、
大
陳
伎
樂
。

至
午
時
、
有
一
人
形
容
醜
黑
、
身
長
八
尺
。
荷
笠
莎
衣
、
荷
鋤
而
至
。

閽
者
拒
之
、
政
令
召
入
、
直
上
魔
母
堂
、
擧
手
鋤
以
斸
其
面
、
壁
乃
頽
。

百
萬
之
衆
、
鼎
沸
驚
鬧
。
左
右
武
士
、
欲
擒
殺
之
、
叟
無
怖
色
。
政
問

之
曰
、
爾
顚
癇
耶
。
叟
曰
、
無
。
爾
善
畫
耶
。
叟
曰
、
無
。
曰
、
縁
何

事
而
斸
此
也
。
叟
曰
、
恨
畫
工
之
罔
上
也
。
夫
人
與
上
官
捨
二
百
萬
、

圖
寫
神
仙
。
今
比
生
人
、
尚
不
逮
矣
。
政
怒
而
叱
之
。
叟
撫
掌
笑
曰
、

如
其
不
信
、
田
舍
老
妻
、
足
爲
驗
耳
。
政
問
曰
、
爾
妻
何
在
。
叟
曰
、

住
處
過
湖
南
三
二
里
。
政
令
十
人
隨
叟
召
之
。

【
訓
読
】
３

政
は
大
い
に
斎
を
設
け
、
富
商
来
集
す
。
政

又
た
日
を
択
び
、
軍

と
き

え
ら

吏
・
州
民
を
率
ゐ
て
、
大
い
に
伎
楽
を
陳
ぬ
。
午
時
に
至
り
、
一
人
の

ひ
き

つ
ら

形
容
醜
黒
に
し
て
、
身
長
八
尺
な
る
有
り
。
荷
笠
莎
衣
に
し
て
、
鋤
を

荷
ひ
て
至
る
。
閽
者

之
を
拒
む
も
、
政
召
し
入
れ
し
む
る
に
、
直
ち

こ
れ

た
だ

に
魔
母
の
堂
に
上
り
、
手
に
せ
る
鋤
を
挙
げ
て
以
て
其
の
面
を
斸
れ
ば
、

き

壁
は
乃
ち
頽
る
。
百
万
の
衆
、
鼎
沸
驚
鬧
す
。
左
右
の
武
士
、
之
を
擒と

ら

へ
殺
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
叟
は
怖
る
る
色
無
し
。
政

之
に
問
う
て
曰

く
、
「

爾

顚
癇
な
る
か
」
と
。
叟
曰
く
「
無
」
。
「
爾

画
を
善
く
す

な
ん
ぢ

い
な

る
か
」
と
。
叟
曰
く
「
無
」
。
曰
く
、
「
何
事
に
縁
り
て
此
を
斸
る
や
」

い
な

と
。
叟
曰
く
、
「
画
工
の
上
を

罔

く
を
恨
む
な
り
。
夫
人
、
上
官
と
与

あ
ざ
む

に
二
百
万
を

捨

し
、
神
仙
を
図
き
写
す
も
、
今
、
生
人
に
比
ぶ
れ
ば
、

ほ
ど
こ

ゑ
が

尚
ほ
逮
ば
ず
」
と
。
政
怒
り
て
之
を
叱
す
る
も
、
叟
は
掌
を
撫
っ
て
笑

お
よ

う

ひ
て
曰
く
、
「
如
し
其
れ
信
ぜ
ず
ん
ば
、
田
舎
老
の
妻
、

験

と
為
す
に

も

し
る
し

足
る
の
み
」
と
。
政
問
ひ
て
曰
く
、
「
爾
が
妻
は
何
く
に
在
り
や
」
と
。

い
ず

叟
曰
く
、
「
住
処
は
湖
南
を
過
ぐ
る
こ
と
三
二
里
な
り
」
と
。
政
十
人
を

し
て
叟
に
随
ひ
て
之
を
召
さ
し
む
。

【
訳
】
３

そ
こ
で
政
は
盛
大
に
斎
食
を
用
意
し
、
富
商
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
ま

た
吉
日
を
選
ん
で
、
軍
の
役
人
達
や
民
衆
を
従
え
て
盛
大
に
歌
舞
を
催

し
た
。
昼
時
に
な
り
、
容
貌
醜
く
色
黒
で
、
身
の
丈
八
尺
も
あ
る
人
物

が
現
れ
た
。
そ
の
男
は
ハ
ス
の
葉
の
笠
に
ハ
マ
ス
ゲ
の
簑
を
ま
と
い
、
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鋤
を
担
い
で
や
っ
て
来
た
。
門
番
が
押
し
と
ど
め
た
が
、
政
が
呼
び
入

れ
さ
せ
る
と
、
ず
か
ず
か
と
魔
母
の
堂
に
上
っ
た
。
そ
し
て
手
の
鋤
を

振
り
あ
げ
て
魔
母
の
顔
に
斬
り
つ
け
る
と
、
壁
は
頽
れ
落
ち
て
し
ま
っ

た
。
居
合
わ
せ
た
百
万
の
観
衆
は
、
鼎
の
湯
が
沸
き
返
っ
た
よ
う
に
驚

き
騒
ぎ
、
左
右
の
兵
士
は
こ
れ
を
捕
ら
え
て
殺
そ
う
と
し
た
が
、
老
人

は
懼
れ
る
気
配
も
な
か
っ
た
。
政
が
「
お
前
は
、
気
で
も
狂
っ
た
の
か
」

と
聞
く
と
、
老
人
は
「
い
い
え
」
と
答
え
る
。
「
絵
が
上
手
い
の
か
」
と

聞
く
と
、
「
い
い
え
」
と
言
う
。
「
で
は
ど
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
絵
を

斬
っ
た
の
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
画
工
が
お
上
を
欺
い
て
い
る
の
が
我
慢

な
ら
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
奥
方
様
は
、
あ
な
た
様
と
御
二
人

で
、
二
百
万
の
銭
を
喜
捨
し
て
神
仙
の
像
を
描
か
せ
な
さ
っ
た
も
の
の
、

そ
れ
は
生
身
の
人
間
に
も
及
ば
ぬ
出
来
映
え
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
政

は
怒
っ
て
老
人
を
叱
り
つ
け
た
が
、
彼
は
手
を
打
っ
て
笑
い
、
「
も
し
信

じ
な
い
と
仰
る
な
ら
ば
、
こ
の
田
舎
親
父
の
妻
を
証
拠
と
致
せ
ば
足
り

ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
政
が
「
お
前
の
妻
は
何
処
に
い
る
の
か
」
と

尋
ね
る
と
、
老
人
は
「
住
ま
い
は
こ
の
湖
の
南
を
過
ぎ
て
二
、
三
里
ほ

ど
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う
。
そ
こ
で
政
は
十
人
の
者
に
命

じ
て
老
人
に
随
わ
せ
、
そ
の
妻
を
や
っ
て
こ
さ
せ
た
。

【
校
記
】
３

字
句
の
異
同
な
し
。

【
注
】
３

○
設
齋

「
齋
」
は
、
神
仏
に
供
え
る
食
事
、
僧
侶
の
食
事
が
本
来
の

意
味
。
「
設
齋
」
は
『
太
平
広
記
』
に
も
常
見
の
言
葉
。
こ
こ
は
、
客
を

も
て
な
す
た
め
の
精
進
料
理
を
用
意
す
る
。

○
擇
日

日
を
え
ら
ぶ
。
吉
日
を
選
ぶ
。
古
く
は
『
礼
記
』
曾
之
問
篇

に
見
え
る
言
葉
。

○
軍
吏

も
と
は
軍
隊
の
各
階
級
に
お
け
る
長
を
総
称
し
、
文
官
も
含

ん
だ
。
た
だ
『
太
平
広
記
』
に
登
場
す
る
「
軍
吏
」
は
、
罪
人
の
捕
り

方
と
し
て
出
動
し
た
り
、
副
業
を
営
ん
だ
り
し
て
お
り
、
高
い
身
分
と

は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
巻
八
十
六
・
異
人
六
・
「
盧
嬰
」
に
は
、
「
是

日
軍
吏
圍
宅
擒
伯
和
棄
市
（
是
の
日

軍
吏
は
宅
を
囲
み
て
伯
和
を
擒

へ
て
棄
市
す
）
」
（
出
典
は
唐
・
李
伉
『
独
異
志
』
）
、
巻
三
百
五
十
四
・

鬼
三
十
九
・
「
徐
彦
成
」
に
は
「
軍
吏
徐
彦
成
恒
業
市
木
（
軍
吏
徐
彦
成

木
を

市

ふ
を
恒
業
と
す
）
」
（
出
典
は
南
唐
・
徐
鉉
『
稽
神
録
』
）
、

あ
き
な

巻
四
百
七
十
一
・
水
族
八
・
水
族
為
人
・
「
宋
氏
」
に
は
「
江
西
軍
吏
宋

氏
嘗
市
木
至
星
子
（
江
西
の
軍
吏
宋
氏

嘗
て
木
を
市
ひ
て
星
子
に
至

る
）
」
（
出
典
は
『
稽
神
録
』
）
と
あ
る
。
（
も
っ
と
も
巻
三
百
九
十
四
・

雷
二
・
「
裴
用
」
の
よ
う
に
、
「
家
富
於
財
」
と
記
さ
れ
る
富
裕
な
軍
吏
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も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
出
典
は
唐
・
薛
用
弱
『
集
異
記
』
。
）
ま
た
、
巻

四
百
五
・
宝
六
・
奇
物
の
「
嘉
陵
江
巨
木
」
に
は
、「
因
廣
召
舟
子
洎
軍

吏
羣
民
（
因
り
て
広
く
舟
子
を
召
し
て
軍
吏
・
群
民
に
洎
ぶ
）
」
と
あ
り

お
よ

（
出
典
は
『
集
異
記
』
）
、
庶
民
と
共
に
船
乗
り
と
し
て
も
召
募
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、
巻
四
百
七
十
五
・
昆
虫
三
・
「
淳
于
棼
」
に
は
、
「
入
朱

門
…
…
軍
吏
數
百
、
辟
易
道
側
（
朱
門
に
入
る
に
…
…
軍
吏
数
百
、
道

側
に
辟
易
す
）
」
と
あ
り
（
出
典
は
唐
・
李
玖
『
異
聞
録
（
纂
異
記
）
』
）
、

こ
の
場
合
は
文
官
武
官
の
汎
称
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
甫
政
の
率
い
た
「
軍

吏
」
は
、「
嘉
陵
江
巨
木
」
の
「
軍
吏
羣
民
」
に
似
た
四
字
句
と
い
う
点

か
ら
見
て
も
、
前
者
の
方
で
あ
ろ
う
。

○
伎
樂

音
楽
や
舞
踏
。
『
河
東
記
』
で
は
、
他
に
「
蕭
洞
玄
」
（
卷
四

十
四
・
神
仙
四
十
四
）
に
一
例
。

○
醜
黑

み
に
く
く
色
が
黒
い
。
『
太
平
広
記
』
で
は
、
巻
二
百
五
十
五

・
嘲
誚
三
・
「
魏
光
乘
」
（
出
典
は
唐
・
張
鷟
『
朝
野
僉
載
』
）
に
一
例
。

○
身
長
八
尺

唐
代
の
一
尺
は
、
約
三
十
一
セ
ン
チ
。
こ
れ
で
換
算
す

る
と
異
常
な
背
丈
に
な
る
が
、
実
数
で
は
な
く
、
人
目
を
ひ
く
ほ
ど
背

が
高
い
こ
と
を
言
う
慣
用
句
で
あ
ろ
う
。
早
く
『
史
記
』
の
記
述
に
、

巻
七
・
項
羽
本
紀
の
「
籍
長
八
尺
餘
、
力
能
扛
鼎
（
籍

長
八
尺
余
に

し
て
、
力
は
能
く
鼎
を
扛
ぐ
）
」
、
巻
九
十
三
・
韓
信
伝
や
巻
九
十
七
・

あ

酈
其
食
伝
の
「
長
八
尺
」
な
ど
、
偉
丈
夫
の
風
貌
の
描
写
に
見
ら
れ
る
。

春
秋
戦
国
か
ら
前
漢
に
か
け
て
の
一
尺
は
約
二
十
二
・
五
セ
ン
チ
で
、

八
尺
は
百
八
十
セ
ン
チ
と
な
る
。
こ
の
表
現
が
後
世
に
受
け
継
が
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
杜
甫
に
も
、
「
奉
寄
李
十
五
秘
書
文
嶷
」
二
首
・

其
二
に
「
行
李
千
金
贈
、
衣
冠
八
尺
身
（
行
李

千
金
の
贈
、
衣
冠

八
尺
の
身
）
」（
『
全
唐
詩
』
巻
二
百
三
十
一
、
『
杜
詩
詳
注
』
巻
十
五
）
、

「
別
張
十
三
建
封
」
に
「
揮
手
灑
衰
涙
、
仰
看
八
尺
軀
（
手
を
揮
う

灑
衰
の
涙
、
仰
ぎ
看
る

八
尺
の
躯
）
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
二
百
二
十
三
、

『
杜
詩
詳
注
』
巻
二
十
三
）
の
例
が
あ
る
。

『
太
平
広
記
』
で
は
、
巻
百
九
十
一
・
驍
勇
一
に
、「
趙
雲
」
の
「
身

長
八
尺
、
姿
容
雄
偉
」（
出
典
は
闕
名
『
趙
雲
別
伝
』
）
を
始
め
と
し
て
、

「
身
長
八
尺
」
が
幾
例
か
見
ら
れ
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
異

人
・
異
僧
あ
る
い
は
神
・
鬼
な
ど
の
部
に
、
用
例
が
散
在
す
る
点
で
あ

る
。
例
え
ば
、
巻
八
十
八
・
異
僧
二
・
「
佛
圖
澄
」
の
「
身
長
八
尺
、
風

姿
甚
美
」
（
出
典
は
梁
・
慧
皎
『
高
僧
伝
』
）
、
巻
百
八
・
報
応
七
・
金

剛
経
・
「
張
政
」
の
「
胡
僧
長
八
尺
餘
」
（
出
典
は
唐
・
盧
求
『
報
応
記

（
金
剛
経
報
応
記
）
』
）
、
巻
三
百
三
十
・
鬼
十
五
・
「
尼
員
智
」
の
「
一

人
長
八
尺
餘
」
（
出
典
は
唐
・
牛
粛
『
紀
聞
』
）
な
ど
。
霊
異
な
能
力
を

持
つ
者
の
身
体
的
特
徴
と
し
て
も
、
「
八
尺
」
は
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
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る
。

○
荷
笠
莎
衣

「
荷
笠
」
は
、
蓮
の
葉
で
編
ん
だ
笠
。「
莎
衣
」
は
、
莎

草
（
は
ま
す
げ
、
か
や
つ
り
そ
う
）
で
作
っ
た
衣
。
あ
る
い
は
「
莎
」

は
「
蓑
」
の
音
通
で
、
「
み
の
」
の
意
。
い
ず
れ
も
道
人
・
隠
者
が
身
に

つ
け
る
。
た
だ
、
「
荷
笠
莎
衣
」
と
い
う
四
字
熟
語
は
珍
し
く
、
他
に
用

例
が
見
当
た
ら
な
い
。

○
閽
者

門
番

○
斸

掘
る
。
た
た
き
切
る
。
鋤
を
ふ
る
っ
て
掘
る
よ
う
に
、
壁
画
を

切
り
崩
し
た
。

○
鼎
沸

鼎
の
湯
が
沸
騰
す
る
よ
う
な
騒
ぎ
の
様
子
を
い
う
。
『
太
平
広

記
』
で
は
、
ほ
か
に
巻
百
七
十
一
・
精
察
一
・
「
郭
正
一
」
（
出
典
は
唐

・
張
鷟
『
朝
野
僉
載
』
）
、
巻
二
百
四
・
楽
二
・
「
寧
王
獻
」
（
出
典
は
唐

・
鄭
棨
『
開
天
伝
信
記
』
）
、
巻
二
百
五
十
九
・
嗤
鄙
二
・
「
姜
師
度
」（
出

典
は
『
朝
野
僉
載
』）
に
用
例
が
見
え
る
。

○
驚
鬧

驚
き
騒
ぐ
。
意
外
に
珍
し
い
熟
語
で
、
他
に
用
例
が
見
当
た

ら
な
い
。

○
武
士

兵
士
。
ま
た
広
く
武
人
を
指
す
。

○
顚
癇

癲
癇
。
精
神
が
異
常
に
な
る
病
気
。

○
捨

施
し
与
え
る
。
喜
捨
す
る
。

○
生
人

生
き
て
い
る
人
。
生
身
の
人
間
。
『
河
東
記
』
で
は
、
「
李
敏

求
」
（
巻
百
五
十
七
・
定
数
十
二
）
、
「
盧
佩
」
（
巻
三
百
六
・
神
十
六
）

に
「
究
極
奢
麗
」
の
用
例
が
見
え
る
。

○
撫
掌

手
を
打
つ
。
喜
ぶ
さ
ま
。
『
太
平
広
記
』
中
に
も
し
ば
し
ば
見

え
、
巻
百
二
十
四
・
報
応
二
十
三
・
冤
報
・
「
劉
存
」
に
「
撫
掌
大
笑
曰
」

（
出
典
は
南
唐
・
徐
鉉
『
稽
神
録
』
）
、
巻
百
四
十
五
・
徴
応
十
一
・
人

臣
咎
徴
・
「
安
守
範
」
に
「
撫
掌
大
笑
」
（
出
典
は
宋
・
景
煥
『
野
人
閒

話
』
）
な
ど
と
あ
る
。

○
田
舎
老
妻

現
代
中
国
語
訳
を
参
照
す
る
と
、
中
州
古
籍
出
版
社
本

は
「
こ
の
田
舎
者
の
老
妻
」
、
天
津
古
籍
出
版
社
本
は
「
田
舎
住
ま
い
の

老
妻
」
と
解
し
、
北
京
燕
山
出
版
社
本
お
よ
び
河
北
教
育
出
版
社
本
は
、

「
私
の
妻
」
と
訳
す
。
四
字
句
と
し
て
は
、「
田
舎
の
老
妻
」
が
自
然
で

あ
ろ
う
が
、
い
な
か
お
や
じ
の
意
味
の
「
田
舎
老
翁
」
「
田
舎
翁
」
な
ど

の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
田
舎
老
の
妻
」
と
も
取
れ
よ
う
。『
太

平
広
記
選
』
は
、
「
田
舎
老
、
農
村
老
漢
、
自
称
」
と
説
明
し
、
自
身
を

卑
下
し
た
謙
辞
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
田
舎
老
」
と
い
う
三
字
句
は
、

管
見
の
限
り
他
に
見
当
た
ら
な
い
。

○
湖
南

『
太
平
広
記
選
』
は
、
こ
の
湖
を
鑑
湖
と
推
定
す
る
。

○
里

唐
の
一
里
は
、
約
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
。
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【
原
文
】
４

叟
自
葦
菴
間
、
引
一
女
子
。
年
十
五
六
、
薄
傅
粉
黛
。
服
不
甚
奢
、

艷
態
媚
人
、
光
華
動
衆
。
頃
刻
之
間
、
到
寶
林
寺
、
百
萬
之
衆
、
引
頸

駭
觀
。
皆
言
所
畫
神
母
、
果
不
及
耳
。
引
至
堦
前
、
陸
氏
爲
之
失
色
。

政
曰
、
爾
一
賤
夫
、
乃
蓄
此
婦
。
當
進
於
天
子
。
叟
曰
、
待
歸
④
與
田

舍
親
訣
別
也
。
政
遣
卒
五
十
、
侍
女
十
人
、
同
詣
其
家
。
至
江
欲
渡
、

叟
獨
在
小
遊
艇
中
、
衞
卒
侍
女
叟
妻
同
一
大
船
。
將
過
江
、
不
覺
叟
妻

於
急
流
之
處
、
忽
然
飛
入
遊
艇
中
。
人
皆
惶
怖
、
疾
棹
趨
⑤
之
、
夫
⑥

妻
已
出
、
攜
手
而
行
。
又
追
之
、
二
人
倶
化
爲
白
鶴
、
冲
天
而
去
。

出
會
昌
解
頤
及
河
東
記

【
訓
読
】
４

叟
は
葦
庵
の
間
よ
り
、
一
女
子
を
引
く
。
年
十
五
六
に
し
て
、
薄
く

粉
黛
を
傅
る
。
服
は
甚
だ
し
く
は
奢
な
ら
ざ
る
も
、
艷
態
は
人
に
媚
び
、

ぬ

光
華
は
衆
を
動
か
す
。
頃
刻
の
間
に
宝
林
寺
に
至
り
、
百
万
の
衆
、
頸

を
引
き
て
駭
き
観
る
。
皆
言
う
「
画
く
所
の
神
母
は
、
果
た
し
て
及
ば

ざ
る
の
み
」
と
。
引
き
て
堦
前
に
至
れ
ば
、
陸
氏

之
が
為
に
色
を
失

う
。
政
曰
く
、
「

爾

は
一
賎
夫
に
し
て
、
乃
ち
此
の
婦
を
蓄
ふ
。
当
に

な
ん
ぢ

天
子
に
進
む
べ
し
」
と
。
叟
曰
く
、
「
帰
り
て
田
舎
の
親
と
訣
別
す
る
を

待
て
」
と
。
政
は
卒
五
十
、
侍
女
十
人
を
遣
は
し
て
、
同
に
其
の
家
に

と
も

詣
ら
し
む
。
江
に
至
り
て
渡
ら
ん
と
欲
す
る
に
、
叟
は
独
り
小
遊
艇
中

に
在
り
、
衛
卒
・
侍
女
・
叟
の
妻
は
一
大
船
を
同
じ
う
す
。
将
に
江
を

過
ぎ
ん
と
す
る
に
、
覚
え
ず
、
叟
の
妻
の
急
流
の
処
に
於
い
て
、
忽
然

と
し
て
遊
艇
中
に
飛
び
入
る
を
。
人
皆
惶
怖
し
、
棹
を
疾
め
て
之
に
趨

は
や

は
し

る
も
、
夫
妻
は
已
に
出
で
、
手
を
携
へ
て
行
く
。
又
た
之
を
追
ふ
に
、

ま

二
人
は
倶
に
化
し
て
白
鶴
と
為
り
、
天
を
冲
き
て
去
る
。

『
会
昌
解
頤
』

つ

及
び
『
河
東
記
』
に
出
づ

【
訳
】
４

叟
は
葦
ぶ
き
の
粗
末
な
庵
か
ら
、
一
人
の
女
性
の
手
を
取
っ
て
あ
ら

わ
れ
た
。
年
の
こ
ろ
は
十
五
六
、
化
粧
は
淡
く
掃
き
、
さ
ほ
ど
豪
奢
な

身
な
り
で
も
な
い
の
に
、
な
ま
め
か
し
い
風
情
は
人
に
媚
び
る
か
の
よ

う
で
、
輝
く
ば
か
り
の
美
し
さ
が
人
々
の
心
を
揺
り
動
か
し
た
。
し
ば

ら
く
し
て
宝
林
寺
に
着
い
た
が
、
群
衆
は
首
を
伸
ば
し
て
驚
き
見
と
れ
、

み
な
「
壁
画
の
神
女
も
、
な
る
ほ
ど
こ
の
女
性
に
は
及
ば
な
い
」
と
言

っ
た
。
引
き
連
れ
て
階
段
の
前
に
ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
陸
氏
も
彼
女

の
た
め
に
色
褪
せ
て
見
え
た
。
政
が
「
お
前
は
一
介
の
賤
し
い
男
で
あ

り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
美
女
を
妻
と
し
て
い
る
の
か
。
天
子
様
に
お

薦
め
申
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
と
、
老
人
は
「
一
旦
帰
り
ま
し
て
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田
舎
の
親
族
に
別
れ
を
告
げ
る
ま
で
お
待
ち
下
さ
い
」
と
答
え
た
。
そ

こ
で
政
は
、
士
卒
五
十
人
、
侍
女
十
人
の
供
を
つ
け
て
、
そ
の
家
に
同

行
さ
せ
た
。
江
辺
に
着
い
て
水
を
渡
る
際
、
老
人
は
独
り
小
舟
に
乗
り
、

護
衛
・
侍
女
と
老
人
の
妻
は
大
船
に
同
乗
し
た
。
江
を
過
ぎ
る
う
ち
、

思
い
も
か
け
ぬ
こ
と
に
、
流
れ
の
急
な
箇
所
で
老
人
の
妻
が
不
意
に
小

舟
に
飛
び
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
み
な
驚
き
怖
れ
、
棹
を
急
か
せ

て
趨
り
寄
っ
た
が
、
夫
婦
二
人
は
も
う
船
を
出
て
、
手
を
取
り
合
っ
て

立
ち
去
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
ま
た
後
を
追
っ
た
と
こ
ろ
、
二
人
は
と
も

に
白
い
鶴
に
変
身
し
て
、
中
天
高
く
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

【
校
記
】
４

④
「
歸
」、
会
校
本
校
記
に
「
孫
本
作
『
婦
』
」
と
あ
る
。

⑤
「
趨
」
、
会
校
本
校
記
に
「
孫
本
作
『
逐
』
、
沈
本
作
『
趕
』
」
と
あ

る
。

⑥
「
夫
妻
」
、
会
校
本
は
「
叟
夫
妻
」
に
作
り
、
校
記
に
「
原
無
此
字
。

現
據
孫
本
補
」
と
あ
る
。

【
注
】
４

○
葦
菴

葦
ぶ
き
の
粗
末
な
家
。
唐
代
以
前
の
用
例
が
意
外
に
他
に
見

当
た
ら
な
い
。
『
駢
字
類
篇
』
巻
百
八
十
七
・
草
木
門
十
二
は
、
明
・
楊

慎
『
秇
林
伐
山
』
の
記
事
を
引
い
て
、
唐
・
戴
孚
『
広
異
記
』
に
「
葦

菴
漁
父
」
の
語
が
見
え
る
と
す
る
。
『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
お
そ
ら
く
こ

れ
に
拠
る
（
第
九
巻
八
〇
〇
頁
）
。
『
秇
（
芸
）
林
伐
山
』
は
未
確
認
で

あ
る
が
、
同
じ
楊
慎
の
『
升
庵
集
』
巻
六
十
七
に
「
葦
菴
漁
父
、
見
廣

異
記
」
と
あ
る
。
明
・
彭
大
翼
『
山
堂
肆
考
』
巻
二
百
三
十
四
・
補
遺

に
も
同
じ
指
摘
が
見
え
、
清
・
沈
自
南
『
芸
林
彙
考
』
巻
十
・
称
号
篇

は
、
『
秇
林
伐
山
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。
た
だ
、
現
行
活
字
本
の
古
小

説
叢
刊
『
広
異
記
』（
方
詩
銘
輯
校
、
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
の
本

文
お
よ
び
補
遺
い
ず
れ
に
も
、
該
当
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
。

○
薄
傅
粉
黛

「
傅
」
は
、
塗
る
。
「
粉
黛
」
は
、
白
粉
と
眉
墨
。
薄
化

粧
を
す
る
。
『
北
斉
書
』
巻
四
・
文
宣
帝
紀
に
「
塗
傅
粉
黛
」
の
語
が
見

え
る
。

○
艶
態

な
ま
め
か
し
い
風
情
、
態
度
。『
太
平
広
記
』
巻
百
七
十
二
・

精
察
二
の
「
劉
崇
龜
」
に
「
艶
態
妖
容
」
（
出
典
は
後
周
・
王
仁
裕
『
玉

堂
閒
話
』
）
、
巻
四
百
九
十
二
・
雑
伝
記
九
の
「
靈
應
傳
」
に
「
風
姿
艶

態
、
愈
更
動
人
」
（
出
典
記
載
無
し
。
唐
・
闕
名
『
霊
応
伝
』
）
の
用
例

が
見
え
る
。

○
光
華

明
る
く
美
し
く
か
が
や
く
。
輝
く
ば
か
り
の
美
し
さ
。
女
性

の
美
し
さ
を
形
容
す
る
用
例
は
、
『
太
平
広
記
』
で
は
他
に
見
当
た
ら
な

い
が
、
魏
・
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
八
十
二
首
・
其
七
十
四
に
、
「
色
容
豔
姿
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美
、
光
華
燿
傾
城
（
色
容

艶
姿
美
し
く
、
光
華

傾
城
を

燿

か
す
）
」

か
が
や

の
句
が
あ
る
（
『
阮
籍
集
』
巻
下
、
『
先
秦
漢
疑
魏
晋
南
北
朝
詩
』
上
・

魏
詩
巻
十
）
。

○
頃
刻

わ
ず
か
な
時
間
。
し
ば
ら
く
。『
河
東
記
』
で
は
、「
崔
紹
」（
卷

三
百
八
十
五
・
再
生
十
一
）
に
も
用
例
あ
り
。

○
引
頸

期
待
あ
る
い
は
願
望
と
と
も
に
、
首
を
伸
ば
し
て
望
み
見
る
。

「
延
頸
」
に
同
じ
。『
太
平
広
記
』
巻
四
百
九
十
七
・
雑
録
五
・
「
王
鍔
」

に
、
「
引
頸
望
之
」
（
出
典
は
唐
・
闕
名
『
盧
氏
雑
説
』
）
の
語
が
見
え

る
。

○
爲
之
失
色

「
失
色
」
は
、
古
典
の
中
で
は
「
驚
き
や
恐
れ
で
顔
色

を
変
え
る
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
後
世
に
な

る
と
現
代
中
国
語
「
失
色
」
の
「
色
が
あ
せ
る
」「
見
劣
り
が
す
る
」「
面

目
を
失
う
」
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
太
平
広
記
』
の

現
代
中
国
語
訳
も
解
釈
が
二
つ
に
分
か
れ
る
。
北
京
燕
山
本
と
天
津
古

籍
本
は
、
い
ず
れ
も
「
顔
色
を
変
え
る
」
。
一
方
、
中
州
古
籍
本
、
河
北

教
育
本
お
よ
び
『
太
平
広
記
選
』
は
、
「
陸
氏
も
彼
女
と
比
べ
る
と
、
そ

の
た
め
に
色
褪
せ
て
見
え
た
」
の
意
と
す
る
。

『
太
平
広
記
』
に
は
、
「
失
色
」
の
語
が
他
に
二
十
数
例
見
え
る
が
、

現
代
語
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
正
史
に
見
え

る
「
爲
之
失
色
」
の
用
例
を
調
査
し
て
み
る
と
、
『
晋
書
』
巻
八
十
五
・

劉
邁
伝
、
『
南
斉
書
』
巻
五
十
三
・
良
政
・
虞
愿
伝
、
『
旧
唐
書
』
巻
六

十
二
・
李
綱
伝
な
ど
唐
以
前
の
文
献
で
は
、
こ
ち
ら
も
す
べ
て
「
顔
色

を
変
え
る
」
の
意
で
あ
る
。
と
な
る
と
こ
の
意
味
に
取
る
の
が
正
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
文
意
と
し
て
は
、
「
美
人
で
評
判
の
陸
氏
も

彼
女
の
た
め
に
色
褪
せ
て
見
え
た
」
の
方
が
通
り
が
よ
い
。
今
、
唐
代

の
用
例
に
つ
い
て
さ
ら
に
調
査
し
て
み
る
と
、
康
子
玉
「
瓜
賦
」
に
、「
花

葉
則
煜
煜
煒
煒
、
文
彩
則
焜
焜
煌
煌
、
錦
繡
爲
之
失
色
、
霞
日
爲
之
奪

光
（
花
葉
は
則
ち
煜
煜
煒
煒
た
り
、
文
彩
は
則
ち
焜
焜
煌
煌
た
り
て
、

錦
繡
も
之
が
為
に
色
を
失
ひ
、
霞
日
も
之
が
為
に
光
を
奪
は
る
）
」
の
用

例
が
あ
る
（
『
文
苑
英
華
』
巻
百
四
十
九
、『
全
唐
文
』
巻
九
百
五
十
三
）
。

人
物
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
例
で
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
「
色
褪
せ
る
、

面
目
を
失
う
」
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
唐
彦
謙
「
牡
丹
」
に
は
、
「
開
日

綺
霞
應
失
色
、
落
時
青
帝
合
傷
神
（
開
日

綺
霞
は
応
に
色
を
失
ふ
べ

ま
さ

く
、
落
時

青
帝
は
合
に
神
を
傷
ま
し
め
ん
）
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
六
百
七

ま
さ

十
二
）
と
あ
る
。
こ
ち
ら
は
牡
丹
を
美
女
に
擬
え
て
歌
っ
て
お
り
、
唐

代
に
も
こ
う
し
た
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
意
味
に
従
っ

て
解
釈
す
る
。

○
至
江

『
太
平
広
記
選
』
は
、
こ
の
「
江
」
を
前
出
の
湖
（
鑑
湖
）
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と
取
り
、
お
そ
ら
く
銭
塘
江
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
た
だ
、

後
文
の
「
急
流
之
處
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
疑
問
が
残
る
。

○
當
進
於
天
子

唐
代
、
天
子
に
献
上
さ
れ
る
美
女
と
い
う
こ
と
で
は
、

天
宝
年
間
の
花
鳥
使
が
有
名
で
あ
る
。
時
の
皇
帝
玄
宗
は
、
毎
年
各
地

に
使
者
を
派
遣
し
、
美
女
を
捜
し
求
め
て
後
宮
に
納
れ
た
。（
記
事
は
『
大

唐
伝
載
』
、『
唐
語
林
』
巻
五
、『
新
唐
書
』
巻
二
百
二
な
ど
に
見
え
る
）
。

こ
の
使
者
を
花
鳥
使
と
言
い
、
元
禛
の
「
上
陽
白
髪
人
」
に
も
、
「
天
寶

年
中
花
鳥
使
、
撩
花
狎
鳥
含
春
思
。
滿
懷
墨
詔
求
嬪
御
、
走
上
高
樓
半

酣
醉
（
天
宝
年
中
の
花
鳥
使
、
花
を
撩
み
鳥
に
狎
れ
て
春
思
を
含
む
。

つ

満
懐
の
墨
詔

嬪
御
を
求
め
、
高
楼
に
走
り
上
り
て
半
ば
酣
醉
す
）
」
と

歌
わ
れ
て
い
る
（
『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
十
四
、
『
全
唐
詩
』
巻
四
百
十

九
）。
ま
た
皇
族
、
大
臣
や
節
度
使
な
ど
が
、
民
間
の
美
女
を
捜
し
て
献

上
す
る
こ
と
も
多
く
、
高
世
瑜
『
唐
代
婦
女
』
（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八

八
年
）
に
よ
れ
ば
、
唐
朝
後
半
期
に
は
、
節
度
使
の
大
半
が
入
朝
の
際

に
も
女
口
（
奴
婢
と
さ
れ
た
女
性
）
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し

た
女
口
は
、
娼
妓
、
俳
優
、
家
妓
、
姫
妾
な
ど
で
あ
り
、
民
家
の
娘
も

若
干
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
一
五
頁
）
。
皇
甫
政
の
発
言
の
背
景
に
は
、

こ
の
よ
う
な
当
時
の
風
習
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
高
氏
の
著
書
に
は
、
小
林
一
美
・
任
明
訳
『
大
唐
帝
国
の
女
性

た
ち
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
の
邦
訳
が
あ
る
。

○
田
舍
親

仮
に
「
田
舎
の
親
族
」
と
訳
し
た
が
、
先
の
「
田
舎
老
」

と
同
様
に
、
謙
辞
の
意
味
を
含
も
う
。
た
だ
、
こ
の
言
葉
も
他
に
用
例

が
見
つ
か
ら
な
い
。

○
遊
艇

速
力
の
出
る
小
舟
。
普
通
、
遊
覧
用
の
小
舟
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
語
も
唐
代
以
前
の
用
例
が
少
な
い
。
唐
・
杜
佑
『
通
典
』
巻
百
三

十
・
兵
・
水
平
及
水
戦
且
附
で
は
、
軍
事
用
の
快
速
艇
と
し
て
構
造
等

が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

○
不
覺

思
わ
ず
知
ら
ず
。
思
い
も
か
け
ず
。
こ
こ
は
後
者
の
意
。
常

見
の
語
で
『
河
東
記
』
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
多
く
は
前
者
の
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
盧
從
事
」
（
卷
四
百
三
十
六
・
畜
獣
三
・
馬
）
の

「
…
遂
被
驅
出
畜
生
道
、
不
覺
在
江
陵
群
馬
中
（
…
遂
に
駆
ら
れ
て
畜

生
道
に
出
で
、
覚
え
ず
江
陵
の
群
馬
の
中
に
在
り
）
」
が
、
後
者
の
意
味

で
あ
ろ
う
。

○
惶
怖

恐
れ
お
の
の
く
。
『
太
平
広
記
』
に
は
、
巻
十
五
・
神
仙
十
五

の
「
阮
基
」
（
出
典
は
前
蜀
・
杜
光
庭
『
神
仙
感
遇
伝
』
）
を
は
じ
め
と

し
て
十
数
例
。

○
疾
棹

棹
を
速
め
る
、
船
の
速
度
を
は
や
め
る
。
『
太
平
広
記
』
巻
百

七
十
二
・
精
察
二
の
「
孟
簡
」
に
、「
疾
棹
至
州
」
の
用
例
が
見
え
る
（
出
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典
は
唐
・
盧
肇
『
逸
史
』
）
。

○
攜
手

手
を
と
り
あ
う
。
親
密
な
さ
ま
。
も
と
は
『
詩
経
』
の
邶
風

「
北
風
」
に
見
え
る
言
葉
。
『
河
東
記
』
で
は
、
「
蕭
洞
玄
」
（
卷
四
十
四

・
神
仙
四
十
四
）
に
も
「
携
手
上
昇
（
手
を
携
へ
て
上
昇
せ
ん
）
」
と
あ

る
。

○
化
爲
白
鶴
、
冲
天
而
去

「
冲
天
」
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
天
高
く
の
ぼ

る
。
仙
人
が
白
鶴
あ
る
い
は
白
鵠
に
変
身
す
る
話
は
、
晋
の
葛
洪
『
神

仙
伝
』
巻
五
の
茅
君
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
『
太
平

広
記
』
巻
四
十
五
・
神
仙
四
十
五
・
「
王
卿
」
に
は
、
「
道
士
二
人
變
成

白
鶴
、
冲
天
而
去
（
道
士
二
人

変
じ
て
白
鶴
と
成
り
、
天
を
冲
き
て

つ

去
る
）
」
と
あ
る
（
出
典
は
唐
・
皇
甫
氏
『
原
化
記
』
）
。
ま
た
『
河
東
記
』

の
「
慈
恩
塔
院
女
仙
」
（
巻
六
十
九
・
女
仙
十
四
）
は
、
慈
恩
寺
を
訪
れ

た
美
女
と
伴
の
青
衣
た
ち
の
昇
天
を
、
「
悉
變
成
白
鶴
、
冲
天
而
去
」
と

描
写
す
る
。

○
會
昌
解
頤

『
新
唐
書
』
巻
十
九
・
芸
文
志
の
小
説
家
類
に
「
會
昌

解
頤
四
巻
」
と
あ
る
が
、
著
者
名
を
記
さ
な
い
。
佚
書
で
『
會
昌
解
頤

録
』
と
も
い
い
、
『
太
平
広
記
』
に
は
十
二
話
を
収
め
る
。
李
剣
国
『
唐

五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
（
下
冊
六
四
七
～
六
四

九
頁
）
。

【
参
考
】

○
九
子
魔
母

明
の
彭
大
翼
『
山
堂
肆
考
』
巻
百
四
十
二
・
誕
育
に
「
祈
魔
母
室
」

と
題
す
る
一
條
が
あ
り
、
皇
甫
政
が
妻
と
魔
母
に
祈
っ
て
男
児
を
得
る

こ
の
話
の
冒
頭
を
、『
太
平
広
記
』
に
基
づ
い
て
略
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

馮
夢
龍
『
情
史
』
巻
十
九
・
情
疑
類
の
「
九
子
魔
母
」
は
、
古
廟
の
魔

母
の
塑
像
が
娘
に
姿
を
変
え
て
現
れ
、
呉
生
と
い
う
男
と
情
を
通
じ
る

話
で
あ
る
が
、
按
語
に
「
黑
叟
」
を
略
引
す
る
。

范
崇
高
『
中
古
小
説
校
釈
集
稿
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
「
九

子
母
」
に
関
す
る
考
証
（
三
三
七
～
八
頁
）
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で

あ
る
。

『
太
平
広
記
』
巻
百
六
十
・
定
数
十
五
・
婚
姻
・
「
李
行
脩
」
に
、「
靈

應
九
子
母
祠
」
の
名
が
見
え
（
出
典
は
唐
・
温
畬
『
続
定
命
録
』
）
、
范

氏
は
こ
れ
を
仏
教
の
鬼
子
母
神
と
は
異
な
る
神
と
見
な
す
。
そ
の
論
拠

は
、
『
漢
書
』
巻
十
・
成
帝
紀
「
元
帝
在
太
子
宮
生
甲
觀
堂
」
の
唐
・
顔

師
古
の
注
に
引
か
れ
る
後
漢
・
応
劭
の
注
解
、
「
甲
觀
在
太
子
宮
甲
地
、

主
用
乳
生
成
也
。
畫
堂
畫
九
子
母
（
甲
観
は
太
子
宮
の
甲
地
に
在
り
、

乳
を
用
て
生
成
す
る
を

主

る
な
り
。
画
堂
に
九
子
母
を
画
く
）
」
で
あ

つ
か
さ
ど

え
が
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る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
前
漢
の
元
帝
の
時
、
九
子
母
神
の
画
堂
が
既
に
存

在
し
た
こ
と
に
な
り
、
後
漢
の
明
帝
の
時
と
さ
れ
る
仏
教
伝
来
に
先
立

つ
か
ら
で
あ
る
。
范
氏
は
さ
ら
に
、
『
楚
辞
』
の
「
天
問
」
が
「
女
岐
無

合
、
夫
焉
取
九
子
（
女
岐
は
合
す
る
こ
と
無
く
し
て
、
夫
れ
焉
く
ん
ぞ

い
ず

九
子
を
取
る
）
」
と
歌
う
多
産
の
女
神
を
挙
げ
、
こ
れ
が
九
子
母
神
の
原

型
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
興
味
深
い
論
考
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
畫

堂
」
に
描
か
れ
た
絵
画
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
顔
師
古
が
「
畫
堂
、
但

畫
飾
耳
。
豈
必
九
子
母
乎
（
画
堂
は
、
但
だ
画
飾
の
み
。
豈
に
必
ず
し

も
九
子
母
な
ら
ん
や
）」
と
疑
問
視
し
て
お
り
、
以
後
も
宋
・
朱
翌
『
猗

覚
寮
雑
記
』
（
巻
下
）
、
明
・
周
嬰
『
巵
林
』（
巻
三
）
な
ど
、
応
劭
説
を

疑
う
説
が
続
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
検
討
が
必
要

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
九
子
母
神
の
原
型
は
、
「
女
岐
」
の
よ
う
な
古
代

神
話
に
ま
で
遡
り
得
る
可
能
性
を
持
と
う
。

続
い
て
范
氏
は
、
仏
教
寺
院
中
に
も
「
九
子
母
神
」
あ
る
い
は
「
九

子
魔
母
」
と
称
す
る
も
の
が
あ
る
と
し
、
『
荊
楚
歳
時
記
』
お
よ
び
こ
の

「
黑
叟
」
を
引
く
。
『
荊
楚
歳
時
記
』
は
、
梁
の
宗
懍
の
撰
。
現
行
の
テ

キ
ス
ト
に
は
見
え
な
い
一
節
で
、
唐
の
韓
鄂
『
歳
華
紀
麗
』
巻
二
の
引

用
に
「
四
月
八
日
、
長
沙
寺
閣
下
、
有
九
子
母
神
。
是
日
、
市
肆
之
人

無
子
者
、
供
養
薄
餅
以
乞
子
。
往
往
有
驗
（
四
月
八
日
、
長
沙
寺
の
閣

下
に
、
九
子
母
神
有
り
。
是
の
日
、
市
肆
の
人
の
子
無
き
者
は
、
薄
餅

を
供
養
し
て
以
て
子
を
乞
ふ
。
往
々
に
し
て
験
あ
り
）
」
と
あ
る
。
こ
れ

を
も
と
に
氏
は
、
子
授
け
の
鬼
子
母
神
が
「
九
子
母
」
「
九
子
魔
母
」
と

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
国
固
有
の
九
子
母
神
の
影
響
を
受

け
た
結
果
で
、
こ
こ
に
仏
教
・
道
教
の
融
合
現
象
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

他
に
、
『
太
平
広
記
選
（
修
訂
本
）
』
の
「
李
行
脩
」
の
注
４
は
、
「
靈

有
應
九
子
母
」
に
つ
い
て
、
「
佛
教
有
九
子
魔
母
之
説
、
但
不
応
加
霊
応

二
字
、
似
非
一
神
」
と
記
す
（
下
冊
一
一
〇
〇
頁
）
。
ま
た
同
書
は
、『
會

昌
解
頤
録
』
所
収
話
と
し
て
「
黑
叟
」
を
採
録
し
、
「
魔
母
神
堂
」
に
つ

い
て
「
這
里
的
魔
母
非
指
后
世
所
説
的
九
子
魔
母
、
応
是
指
后
世
所
謂

送
子
観
音
」
と
説
明
し
て
い
る
（
上
冊
四
七
五
頁
）
。
た
だ
、
「
後
世
に

謂
う
と
こ
ろ
の
九
子
魔
母
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
詳
ら
か
で
な
い
。

ま
た
欒
保
群
編
著
『
中
国
神
怪
大
辞
典
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

に
「
九
子
母
」
の
項
目
が
あ
り
、
「
女
岐
」
を
星
神
と
し
て
「
九
子
母
」

の
淵
源
と
見
る
、
游
国
恩
、
聞
一
多
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
同
書
は
、

ほ
か
に
南
宋
・
陸
游
『
老
学
庵
筆
記
』
巻
十
に
も
、
関
連
記
事
が
見
え

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
范
・
王
・
欒
氏
の
い
ず
れ
の
考
証
に
も
言
及
が
無
い
が
、
「
九
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子
母
」
に
つ
い
て
は
、
唐
・
李
吉
甫
『
元
和
郡
県
志
』
巻
三
十
八
・
嶺

南
道
・
交
州
・
龍
編
県
に
、
「
九
子
母
祠
、
在
縣
東
十
四
里
」
の
記
事
が

見
え
る
。
こ
の
祠
に
つ
い
て
宋
・
楽
史
『
太
平
寰
宇
記
』
は
、
巻
百
七

十
・
嶺
南
道
十
四
・
交
州
・
龍
編
県
の
「
石
九
子
母
祠
」
の
項
で
、
「
交

州
志
云
、
石
九
子
母
者
、
坐
高
七
尺
、
在
今
州
寺
中
。
九
子
悉
附
於
石

體
。
傳
云
、
浮
海
而
至
。
士
庶
禱
祀
、
求
子
多
驗
、
於
今
不
絶
（
『
交
州

志
』
に
云
ふ
、
「
石
九
子
母
な
る
者
は
、
坐
高
七
尺
に
し
て
、
今
州
寺
中

に
在
り
。
九
子
は
悉
く
石
体
に
附
す
」
と
。
伝
に
云
ふ
、
「
海
に
浮
か
び

て
至
る
」
と
。
士
庶
祷
り
祀
り
、
子
を
求
む
れ
ば
驗
多
く
、
今
に
於
け

い
の

ま
つ

る
も
絶
へ
ず
。
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
海
か
ら
渡
来
し
た
と
い
う
伝
承
を

信
じ
る
な
ら
ば
、
中
国
固
有
の
神
で
は
な
く
、
も
と
は
南
方
異
域
の
神

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
太
平
寰
宇
記
』
巻
三
・
河
南
道
三
・
河

南
府
一
・
洛
陽
県
の
「
開
陽
門
」
の
条
に
は
、
「
上
有
九
子
母
象
、
國
家

常
往
祈
焉
（
上
に
九
子
母
の
像
り
、
国
家
常
に
往
き
て
焉
に
祈
る
）
」
と

こ
れ

あ
り
、
九
子
母
信
仰
の
隆
盛
と
広
が
り
が
想
像
さ
れ
る
。
単
な
る
子
授

け
の
神
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
国
家
規
模
の
信
仰
の
対
象
と
も
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

○
李
謨

注
１
の
「
皇
甫
政
」
の
項
で
紹
介
し
た
、
笛
の
名
手
李
謨
に
ま
つ
わ

る
話
（
『
楽
府
雑
録
』
所
載
）
に
は
、
唐
の
李
肇
『
唐
国
史
補
』
巻
下
に

類
話
が
あ
り
（
『
太
平
広
記
』
巻
二
百
四
・
楽
二
・
笛
に
も
収
め
ら
れ
る
）
、

こ
こ
で
は
彼
に
笛
を
命
じ
る
の
は
皇
甫
政
で
は
な
く
李
舟
、
笛
を
吹
き

裂
い
た
人
物
の
正
体
は
蛟
龍
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
、『
太
平
広
記
』

が
巻
二
百
四
に
『
国
史
補
』
と
並
載
す
る
唐
の
盧
肇
『
逸
史
』
の
話
は
、

李
謨
が
独
孤
丈
と
呼
ば
れ
る
茅
屋
住
ま
い
の
老
人
か
ら
笛
を
教
わ
る
と

い
う
も
の
。
老
人
の
吹
く
笛
が
曲
の
途
中
で
裂
け
、
そ
の
後
老
人
は
姿

を
消
す
な
ど
、
共
通
す
る
筋
立
て
が
見
ら
れ
る
。
同
じ
話
が
唐
の
楊
巨

源
『
李
謩
吹
笛
記
』
に
も
見
え
る
が
、
李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙

録
』
に
よ
れ
ば
（
下
冊
一
二
〇
二
頁
）、
こ
れ
は
偽
書
と
さ
れ
る
。

唐
代
、
天
下
第
一
の
名
手
と
称
さ
れ
た
李
謨
は
、
あ
る
い
は
李
謩
、

李
牟
と
も
記
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
幾
つ
も
の
笛
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
伝

わ
る
。
宮
中
の
新
曲
を
聴
い
て
盗
み
写
し
た
と
い
う
話
も
あ
っ
て
、
こ

れ
は
元
禛
の
「
連
唱
宮
詞
」
（
『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
十
四
、『
全
唐
詩
』

巻
四
百
十
九
）
に
、「
李
謩
擪
笛
傍
宮
牆
、
偸
得
新
翻
數
般
曲
（
李
謨

笛
を
擫
へ
て
宮
牆
に
傍
ひ
、
偸
み
得
た
り

新
翻
の
数
般
の
曲
）
」
と
歌

お
さ

そ

わ
れ
て
い
る
。

（
岡
田
充
博
）


